
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度

 
及
び
国
民
Ｉ
Ｄ
制
度
に
つ
い
て

 

総
務
省
自
治
行
政
局
住
民
制
度
課

 

平
成

2
3
年

３
月

2
4
日

 

資
料
４

 



○
 
新
し
い
番
号
制
度
の
シ
ス
テ
ム
を
立
ち
上
げ
る
よ
り
、
住
民
に
既
に
定
着
し
た
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
効
に
活
用
し
て
、

無
駄
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き
 

○
 
導
入
コ
ス
ト
を
抑
え
つ
つ
、
正
確
に
国
民
を
識
別
す
る
た
め
に
、
住
基
ネ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
を
有
効
に
活
用
す
べ
き
 

社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
へ
の
対
応
①

 

社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に
関
す
る
検
討
会
・
中
間
取
り
ま
と
め
（
平
成
22
年
６
月
29
日
）
（
抄
）
 

住
民
票
コ
ー
ド
 

ど
の
番
号
を
 

使
う
か
 

新
た
な
番
号
 

＜
 住
基
ネ
ッ
ト
を
活
用

し
、
新
た
に
付
番

 ＞
 

選
択
肢
Ⅱ
～
正
確
性
・
安
全
性
か
ら
の
選
択
～
制
度
設
計
を
ど
う
す
る

 

○
 
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
納
税
者
番
号
と
し
て
商
取
引
相
手

な
ど
に
見
せ
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
。

 

○
 
 
「
住
民
票
コ
ー
ド
」
と
対
応
さ
せ
た
新
た
な
番
号
を
付
番
す
る
な
ら
ば
、

上
記
の
よ
う
な
問
題
を
避
け
ら
れ
、
投
資
コ
ス
ト
も
抑
え
ら
れ
る
。

 

有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
の
意
見
～
選
択
肢
の
視
点
か
ら
～

 

最
小
の
費
用
で
、

 
確
実
か
つ
効
率
的

 
な
仕
組
み

 

基
礎
年
金
番
号
 

○
 
国
民
全
員
に
付
番
さ
れ
て
お
ら
ず
、
重
複
も
あ
る
。

 
○

 
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
納
税
者
番
号
と
し
て
商
取
引
相
手

な
ど
に
見
せ
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
。

 
候

 
 補
 

 〈
「
番
号
」
に
何
を
使
う
か
〉

 
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
を
回
避
し
つ
つ
、
確
実
か
つ
効
率
的
な
仕
組
み
を
最
小
の
コ
ス
ト
で
実
現
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
既
存
の
情
報
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
住
基
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
（
住
民
票
コ
ー
ド
と
一
対
一
対
応
し
た
）
新
た
な
番
号
を
使
う
こ
と
で
検
討
を
進
め
る
。
 

社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に
関
す
る
実
務
検
討
会
・
中
間
整
理
（
平
成

22
年

12
月

3日
）

(抄
) 

 ２
 
社
会
保
障
・税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に
つ
い
て

 
 
○
社
会
保
障
・税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に
つ
い
て
は
、
幅
広
く
国
民
運
動
を
展
開
し
、
国
民
に
と
っ
て
利
便
性
の
高
い
社
会
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
、
国
民

の
理
解
を
得
な
が
ら
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

 

  ○
こ
の
た
め
の
基
本
的
方
向
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
・税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に
関
す
る
実
務
検
討
会
「中
間
整
理
」
に
お
い
て
示
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、

来
年
１
月
を
目
途
に
基
本
方
針
を
と
り
ま
と
め
、
さ
ら
に
国
民
的
な
議
論
を
経
て
、
来
秋
以
降
、
可
能
な
限
り
早
期
に
関
連
法
案
を
国
会
に
提
出
で
き
る
よ

う
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

 
  

社
会
保
障
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
（平

成
2
2
年

1
2
月

1
4
日
閣
議
決
定
（抄

））
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社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
へ
の
対
応
②

 

社
会
保
障
・税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に
つ
い
て
の
基
本
方
針
（平
成

23
年

1月
31
日
政
府
・与
党
社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
決
定
）
（抄
）
 

○
複
数
の
機
関
に
存
在
す
る
個
人
の
情
報
が
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
た
め
の
基
盤

 
○
国
や
地
方
公
共
団
体
等
が
国
民
一
人
ひ
と
り
の
情
報
を
よ
り
的
確
に
把
握
し
、
国
民
が
国
や
地
方
公
共
団
体
等
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
手
段

 
３
つ
の
仕
組
み

 

①
付
番
：
新
た
に
国
民
一
人
ひ
と
り
に
唯
一
無
二
の
民

-民
-官
で
利
用
可
能
な
見
え
る
「番
号
」を
最
新
の
住
所
情
報
と
関
連
づ
け
て
付
番
す
る
仕
組
み

 

○
「
番
号
」に
何
を
使
う
か

 

 
 
個
人
：
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
新
た
な
番
号

 
 
（
法
人
：
商
業
・法
人
登
記
の
申
請
に
係
る
会
社
法
人
等
番
号
を
活
用
し
た
番
号
） 

○
「
番
号
」は
誰
に
付
番
さ
れ
、
ど
の
機
関
が
付
番
を
担
う
か

 
 

 
個
人
：
住
民
票
コ
ー
ド
の
付
番
履
歴
を
有
す
る
日
本
国
民
及
び
中
長
期
在
留
者
、
特
別
永
住
者
等
の
外
国
人
住
民

 
 

 
※
付
番
及
び
情
報
連
携
基
盤
を
担
う
機
関
の
所
管
は
総
務
省

 
 

（
法
人
：
商
業
・
法
人
登
記
の
申
請
に
係
る
会
社
法
人
等
番
号
を
有
す
る
法
人
、
法
人
税
の
納
税
義
務
を
有
す
る
人
格
な
き
社
団
等
。
付
番
を
担
う
機
関
の
所
管
は
国
税
庁
） 

○
「
番
号
」を
利
用
で
き
る
分
野

 

 
 
年
金
、
医
療
、
福
祉
、
介
護
、
労
働
保
険
の
各
社
会
保
障
分
野
、
国
税
及
び
地
方
税
の
各
税
務
分
野

 
 
※
各
分
野
で
利
用
さ
れ
て
い
る
既
存
の
番
号
が
当
分
の
間
並
存

 

②
情
報
連
携
：
複
数
の
機
関
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
ご
と
に
「番
号
」や
そ
れ
以
外
の
番
号
を
付
し
て
管
理
し
て
い
る
同
一
人
の
情
報
を
紐
付
し
、
紐
付

け
ら
れ
た
情
報
を
活
用
す
る
仕
組
み

 

○
情
報
管
理
：各
府
省
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
分
散
管
理
方
式

 
○
情
報
連
携
の
範
囲
・「
番
号
」と
紐
付
け
さ
れ
た
情
報
の
最
新
化
を
図
る
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討

 
・利
活
用
の
た
め
の
情
報
連
携
：
 
年
金
、
医
療
、
福
祉
、
介
護
、
労
働
保
険
の
各
社
会
保
障
分
野
、
国
税
及
び
地
方
税
の
各
税
務
分
野

 
（※
将
来
的
に
幅
広
い
分
野
で
の
活
用
等
も
配
慮
し
た
シ
ス
テ
ム
設
計
を
行
う
）

 
・情
報
連
携
基
盤
： 
情
報
連
携
基
盤
技
術
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
フ
ﾟに
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
検
討
・
整
理

 

○
既
存
の
公
的
個
人
認
証
及
び
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
改
良
、
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う
（※
民

-官
、
民

-民
で
求
め
ら
れ
る
適
切
な
認
証
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
） 

番
号
制
度

 

資
料
１

 

③
本
人
確
認
：個
人
や
法
人
が
「番
号
」を
利
用
す
る
際
、
利
用
者
が
「番
号
」の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
本
人
確
認
（公
的
認
証
）の
仕
組
み

 

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
マ
イ
・ポ
ー
タ
ル
（仮
称
）を
設
置
：国
民
が
自
己
情
報
を
確
認
し
、
行
政
機
関
等
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

 
○
個
人
情
報
保
護
の
方
策

 
○
「個
人
情
報
保
護
Ｗ
Ｇ
」及
び
「情
報
連
携
基
盤
技
術
Ｗ
Ｇ
」（
社
会
保
障
・税
に
関
わ
る
番
号
制
度
と
国
民
ＩＤ
制
度
に
関
す
る
共
同
の
検
討
の
場
）の
設
置

 
等

 

 ＜
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
＞

 
平
成

2
3
年
（

2
0

1
1
年
）3
月
～

4
月
「社
会
保
障
・税
番
号
要
綱
」（
仮
称
）の
公
表

 
  6
月
「社
会
保
障
・税
番
号
大
綱
」（
仮
称
）の
公
表

 
 

  秋
以
降
可
能
な
限
り
早
期
に
「番
号
法
（仮
称
）」
案
、
関
係
法
律
の
改
正
法
案
を
提
出
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社
会

保
障

・
税

に
関

わ
る
番

号
制

度
に
つ
い
て
の
基

本
方

針
（
概

要
）

①
ー

主
権
者
た
る
国
民
の
視
点
に
立
っ
た
番
号
制
度
の
構
築

ー

○
複
数
の
機
関
に
存
在
す
る
個
人
の
情
報
が
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と

の
確
認
を
行
う
た
め
の
基
盤

○
国
や
地
方
公
共
団
体
等
が
国
民
一
人
ひ
と
り
の
情
報
を
よ
り
的
確
に
把

握
し
、
国
民

が
国
や

地
方

公
共

団
体

等
の
サ

ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
た
め

の
必
要
不
可
欠
な
手
段

番
号
制
度
に
必
要
な
３
つ
の
仕
組
み

番
号
制
度

情
報
連
携

複
数
の
機
関
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
ご
と
に
「番

号
」

や
そ
れ

以
外

の
番

号
を
付
し
て
管

理
し
て
い
る
同

一
人

の
情

報
を
紐

付
し
、
紐

付
け
ら
れ

た
情
報

を
活

用
す
る
仕

組
み

本
人
確
認

個
人

や
法

人
が

「
番

号
」
を
利

用
す
る
際

、
利

用
者
が

「
番

号
」
の

持
ち
主

で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
た
め
の

本
人
確
認
（
公
的
認
証
）
の
仕
組
み

付
番

新
た
に
国
民
一
人
ひ
と
り
に
唯
一
無
二
の
民

‐民
‐官

で
利

用
可
能

な
見

え
る
「
番
号
」
を
最
新
の
住
所
情
報
と
関
連
づ
け
て
付
番
す
る
仕
組
み

①
よ
り
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現

②
社
会
保
障
が
き
め
細
や
か
且
つ
的
確
に
行
わ
れ
る
社
会
の
実
現

③
行
政
に
過
誤
や
無
駄
の
な
い
社
会
の
実
現

④
国

民
に
と
っ
て
利
便

性
の

高
い
社

会
の

実
現

⑤
国
民
の
権
利
を
守
り
、
国
民
が
自
己
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
社
会
の
実
現

付 番

○
「
番

号
」
に
何

を
使

う
か

個
人

：
住

民
基

本
台

帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活

用
し
た
新

た
な
番

号
※

「
番

号
」
の
名

称
は

国
民

の
公

募
に
よ
り
決

定
法
人
：
商
業
・法

人
登
記
の
申
請
に
係
る
会
社
法
人
等
番
号
を
活
用
し
た
番
号

○
「
番

号
」
は

誰
に
付

番
さ
れ

、
ど
の

機
関

が
付

番
を
担

う
か

付
番

機
関

に
つ
い
て
は

「
歳

入
庁

の
創

設
」
の

検
討

を
進

め
る

個
人

：
住

民
票

コ
ー
ド
の

付
番

履
歴

を
有

す
る
日
本

国
民
及
び
中
長
期

在
留
者

、
特

別
永
住

者
等

の
外

国
人

住
民

※
当
分
の
間
、
付
番
及
び
情
報
連
携
基
盤
を
担

う
機

関
の
所

管
は
総

務
省

法
人

：
商

業
・
法

人
登

記
の

申
請

に
係

る
会

社
法

人
等

番
号

を
有

す
る
法

人
、
法

人
税

の
納

税
義

務
を
有

す
る
人

格
な
き
社

団
等

※
当
分
の
間
、
付
番
を
担
う
機
関
の
所
管

は
国

税
庁

○
「
番

号
」
を
利

用
で
き
る
分

野
年
金
、
医
療
、
福
祉
、
介
護
、
労
働
保
険
の
各
社
会
保
障
分
野
、
国
税
及
び
地
方
税
の
各
税
務
分
野

※
各

分
野

で
利

用
さ
れ

て
い
る
既

存
の

番
号

が
当

分
の

間
並

存

情 報 連 携

○
情

報
管

理
各

府
省

等
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
分

散
管

理
方

式
○

情
報

連
携

の
範

囲
・
「
番

号
」
と
紐

付
け
さ
れ

た
情

報
の

最
新

化
を
図

る
仕

組
み

に
つ
い
て
検

討
・
利

活
用

の
た
め
の

情
報

連
携

年
金
、
医
療
、
福
祉
、
介
護
、
労
働
保
険
の
各
社
会
保
障
分
野
、
国
税
及
び
地
方
税
の
各
税
務
分
野

※
将
来
的
に
幅
広
い
分
野
で
の
活
用
等
も
配
慮

し
た
シ
ス
テ
ム
設
計

を
行

う
・
情

報
連

携
基

盤
情

報
連

携
基

盤
技

術
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
フ
ﾟに

お
け
る
議

論
を
踏

ま
え
つ
つ
検

討
・
整

理

既
存
の
公
的
個
人
認
証
及
び
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
改
良
、
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う

※
民
‐官

、
民
‐民

で
求
め
ら
れ
る
適
切
な
認
証
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
今
後
検
討

本 人 確 認

理
念

個
人
情
報
保
護
の
方
策

今
後

の
進

め
方

○
番

号
制

度
創

設
推

進
本

部
の

設
置

（
国

民
の

理
解

を
得

な
が

ら
導

入
を
推

進
）

・
全

国
47

都
道

府
県

で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開

催
（
平

成
23

年
度

（
20

11
年

度
）
～
24

年
度

（
20

12
年

度
）
）

○
地

方
公

共
団

体
等

と
の

連
携

・
地
方
公
共
団
体
等
の
実
情
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
番
号
制
度
の
実
現
に
向
け
て
議
論
・検

討

○
法

制
の

整
備

・
内

閣
官

房
で
「
番

号
法

（
仮

称
）
」
を
整

備
、
関

係
府

省
で
関

係
法

律
の

改
正

等
を
実

施

○
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル

ー
プ
の

設
置

・
「
個

人
情

報
保

護
Ｗ
Ｇ
」
及

び
「
情

報
連

携
基

盤
技

術
Ｗ
Ｇ
」
の

設
置

○
番

号
制

度
の

導
入

に
係

る
費

用
と
便

益

・
よ
り
精

緻
な
費

用
の

試
算

、
番

号
制

度
導

入
の

便
益

を
わ

か
り
や

す
く
国

民
に
明

示

平
成
23

年
（
20

11
年
）
1月

基
本
方
針

3月
～
4月

「
社

会
保

障
・
税

番
号

要
綱

」
（
仮
称

）
の
公
表

6月
「
社

会
保

障
・
税

番
号

大
綱

」
（
仮
称

）
の
公
表

秋
以

降
可

能
な
限

り
早

期
に
「
番

号
法

（
仮

称
）
」
案

、
関

係
法

律
の

改
正

法
案

を
提

出
※

番
号
制
度
の
導
入
時
期
は
制
度
設
計
や
法
案
の
成
立
時
期
に
よ
り
今
後
変
わ
り
得
る
が
以
下
を
目
途
と
す
る

平
成
26

年
（
20

14
年
）
1月

第
三
者
機
関
設
置

6月
全
国
民
に
「
番
号
」
配
布
（
ＩＣ

カ
ー
ド
の
国
民
へ
の
配
布
を
検
討
）

平
成
27

年
（
20

15
年
）
1月

税
務
分
野
等
の
う
ち
可
能
な
範
囲
で
利
用
開
始

以
降

段
階
的
に
利
用
範
囲
を
拡
大

○
具

体
的

方
策

に
つ
い
て
、
今

年
５
月

を
目

途
に
一

定
の

結
論

を
得

る
よ
う
検

討
を
進

め
る

①
自

己
情

報
へ

の
ア
ク
セ
ス
記

録
の

確
認

を
法

的
に
担

保
す
る
規

定
の

在
り
方

、
②

第
三

者
機

関
の

在
り

方
、
③

「
番

号
」
の

目
的

外
利

用
・
提

供
の

制
限

を
明

示
、
④

関
係
法

令
の
罰

則
の

強
化

、
⑤

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
対

す
る
影

響
評

価
の

実
施

と
そ
の

結
果

の
公

表
を
行
う
仕
組
み

○
特

定
の

分
野

（
例

え
ば

金
融

、
医

療
等

）
に
つ
い
て
は

、
法

律
上

措
置

す
べ

き
個

人
情

報
保

護
方

策
の

有
無

等
に
つ
き
、
個

人
情

報
保

護
Ｗ
Ｇ
に
お
け
る
検

討
を
踏

ま
え
、
当

該
制

度
を
所

管
す
る
主

務
官

庁
に
お
い

て
今

年
５
月

を
目

途
に
一

定
の

結
論

を
得

る
よ
う
検

討

国
民
が
自
己
情
報
を
確
認
し
、
行
政
機
関
等
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

に
マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル

（
仮

称
）
を
設

置

番 号 制 度

・
自

己
情

報
へ

の
ア
ク
セ
ス
記

録
の

確
認

・
行

政
機

関
等

か
ら
の

情
報

提
供

に
よ
る
サ

ー
ビ
ス

享
受

※
情
報
連
携
基
盤
の
不
具
合
等
発
生
時
の
対
応
を
想
定
し
た
制
度
設
計
等
に
留
意
が
必
要

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

3



「
番

号
」
で
何

が
で
き
る
の
か

○
年

金
分
野

で
で
き
る
こ
と

・
年
金
制
度
の
的
確
な
運
用

基
礎
年
金
番
号
の
二
重
付
番
や
年
金
手
帳
の
二
重
交
付
の
防
止

・
確
定

申
告

手
続

の
簡

略
化

確
定
申
告
の
際
に
必
要
な
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
の
添
付
が
不
要
と
な
る

・
所
得
比
例
年
金
制
度
の
創
設

税
務
の
所
得
情
報
を
活
用
し
た
所
得
比

例
年

金
制
度

を
創
設
す
る
た
め
の
基
盤

が
で
き
る 等

○
社

会
保
障
分
野
で
で
き
る
こ
と

・
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
の
改
善

自
己
負
担
の
上
限
に
達
し
た
場
合
、
立
て
替
え
払
い
を
す
る
こ
と
な
く
、
以
後
の
医
療
・

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
給
可
能

・
保
険
証
機
能
の
一
元
化

券
面
に
番
号
を
記
載
し
た
1枚

の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
提
示
に
よ
り
、
年
金
手
帳
、
医
療
保
険
証
、

介
護
保
険
証
を
提
示
し
た
も
の
と
み
な
す

・
自
己
診
療
情
報
の
活
用

医
療
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
現
場
に
お
い
て
、
本
人
が
自
分
の
診
療
情
報
等
を
容
易
に
入
手
・

活
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
医
療
連
携
、
医
療
・
介
護
連
携
の
基
盤
整
備
が
進
展

・
給
付
可
能
サ
ー
ビ
ス
の
行
政
か
ら
の
通
知

障
害
の
あ
る
方
に
対
し
て
、
本
人
の
同
意
に
基
づ
き
利
用
可
能
な
様
々
な
施
策
の
情
報

が
提
供
さ
れ
る

等

○
医

療
分
野

で
で
き
る
こ
と

・
確
定
申
告
手
続
の
簡
略
化

確
定
申
告
の
医
療
費
控
除
に
必
要
な
領
収
書
等
の
書
面
に
よ
る
添
付
な
い
し
保
存
が
不

要
に
な
る

等

○
税

務
分
野

で
で
き
る
こ
と

・
所
得
の
過
少
申
告
等
の
防
止

効
率
的
な
名
寄
せ
・
突
合
に
よ
り
、
所
得
の
過
少
申
告
や
扶
養
控
除
の
チ
ェ
ッ
ク
が
効

率
化
し
、
社
会
保
障
の
不
正
受
給
や
税
の
不
正
還
付
等
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

・
確
定
申
告
の
際
の
自
己
情
報
の
確
認

e-
Ta
xで

確
定
申
告
を
行
う
際
、
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な

る
保
険
料
や
、
医
療

費
控
除
額
の
算
出
に
必
要
な
情
報
等
を
マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル
（
仮
称
）
で
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る

・
事
業
者
負
担
の
軽
減

国
と
地
方
に
そ
れ
ぞ
れ
記
載
事
項
が
共
通
す
る
も
の
を
提
出
す
る
義
務
の
あ
る
一
定
額

以
上
の
給
与
、
年
金
の
支
払
調
書
に
つ
い
て
、
電
子
的
な
提
出
先
を
一
か
所
と
す
る
等

○
申

請
・申

告
等
の

負
担

が
軽

減
で
き
る
も
の

（
他
の

行
政

機
関
に
出

向
く
必

要
が
な
く
な

る
も
の

）

・
行

政
機

関
へ

申
請

・
申

告
等

す
る

場
合

に
必

要
な

行
政

機
関

が
発

行
す

る
添
付
書
類
の

省
略 -

給
付
等
の
申
請

（
児
童
扶
養
手
当
、
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障

害
者
福
祉
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
、
労
災
保
険
の
年
金
給
付
）

-
自
己
負
担
割
合
・
自
己
上
限
負
担
額
の
決
定

（
高
額
療
養
費
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度

額
、
高
齢
者
に
係
る
医
療
保
険
の
自
己
負
担
割
合
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る

入
所
者
負
担
・
扶
養
者
負
担
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス
・
補
装
具
等
の
自
己
負
担
、
保
育
所
・
児
童
入
所
施
設
等
の
徴
収

金
）

-
国
税
・
地
方
税
の
申
告
等

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
、
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
特

例
、
居
住
用
資
産
を
買
換
え
た
場
合
の
課
税
の
特
例
、
相
続
時
精
算
課
税
の

選
択
に
係
る
届
出
、
事
業
用
資
産
を
買
換
え
た
場
合
の
課
税
の
特
例
）

等

社
会

保
障

・
税

に
関

わ
る
番

号
制

度
に
つ
い
て
の
基

本
方

針
（
概

要
）

②
ー

主
権
者
た
る
国
民
の
視
点
に
立
っ
た
番
号
制
度
の
構
築

ー

地
方

公
共

団
体

か
ら
提

案
さ
れ

て
い
る
意

見
も
尊

重
し
つ
つ
、
引

き
続

き
利

用
場

面
の

拡
大

を
目

指
し
て
検

討
を
進

め
る
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そ の 他 の 行 政 分 野  

税 分 野  

社 会 保 障  

（ 現 金 給 付 ） 分 野  

社 会 保 障  

（ 現 物 サ ー ビ ス ） 分 野    

そ の 他 の 行 政 分 野  

情
 
報

 
連

 
携

 
基

 
盤

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度

 

  ・
個
人
情
報
保
護
の

 

 
仕
組
み

 
 

 

（例
：第
三
者
機
関
、

 

 
 

 
罰
則
の
強
化
、

 

 
 

 
自
己
情
報
の
確
認
）
 

  

 
 

 
 
国
民

I
D
制
度

 

利
用
番
号

 
利
用
番
号

 
利
用
番
号

 
利
用
番
号

 
利
用
番
号

 

幅
広
い
行
政
分
野
へ
の
拡
大
を
視
野
に
入
れ
つ
つ

 

ま
ず
は
税
務
分
野
＋
社
会
保
障
分
野
か
ら
開
始

 

窓
口
等

 

利
用
者

 

電
子
申
請
等

 

利
用
者

 

情
報
通
信
に
よ
る
国
民
の
利
便
性
の
向
上
、
公
平
な
負
担
、
社
会
的
弱
者
へ
の
確
実
な
給
付
等
を
実
現
す
る
た
め
、

国
民
が
窓
口
等
で
利
用
す
る
番
号
の
整
備
（
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
）
と
、
各
機
関
間
の
情
報
連
携

の
仕
組
み
の
構
築
（
国
民
Ｉ
Ｄ
制
度
）
を
一
体
的
に
進
め
る
こ
と
が
不
可
欠
。

 

 社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
と
国
民
ＩＤ
制
度
の
関
係

 

○
平
成
２
３
年
２
月
４
日

 
情
報
連
携
基
盤
技
術
Ｗ
Ｇ

 
（
資
料
７
）
よ
り
抜
粋
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【
ア
ク
セ
ス
ロ
グ

 

管
理
機
能
】 

  
各
情
報
保
有
機
関
へ
の
ア

ク
セ
ス
ロ
グ
や
情
報
保
有
機

関
相
互
の
情
報
連
携
に
お
け

る
ロ
グ
の
取
得
・
蓄
積
・
管
理

を
行
う
。

 

国
民
ＩＤ
制
度
の
全
体
イ
メ
ー
ジ

 

証
明
書
取
得

 

情
報
連
携
基
盤

 

【 情 報 保 有 機 関 】 

【
マ
イ
ポ
ー
タ
ル
】 

利
用
者
が
自
己
情
報
の
閲
覧
や
各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
、

 

民
間
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
の
総
合
窓
口
機
能

 

本
人
確
認
の

 

た
め
の

 

公
的
ＩＣ
カ
ー
ド

 

行
政
キ
オ
ス
ク
端
末

 
P

C
 

【
利
用
者
】 

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
申
請

 

プ
ッ
シ
ュ
型
サ
ー
ビ
ス

 

自
己
情
報
の
閲
覧

 
等

 

【
番
号
連
携
機
能
】
 

利
用
者
の
国
民
ＩＤ
コ
ー
ド
と

 

各
情
報
保
有
機
関
の
番
号
と
の
紐
付
け
を
行
う

 

【
認
証
連
携
機
能
】
 

ア
ク
セ
ス
者
が
正
当
な
利
用
者
で
あ
る
こ
と
を

  
 

確
認
し
、
情
報
保
有
機
関
と
認
証
の
連
携
を
行
う

 

【
情
報
連
携
機
能
】
 

情
報
保
有
機
関
相
互
の
情
報
連
携

 

（
連
携
の

 手
順
や
方
法
等
）
を
管
理
す
る

 

【
第
三
者
機
関
】 ・
ア
ク
セ
ス
ロ
グ
の
監
視

 

・
各
機
関
間
・
分
野
間
の
情
報

連
携
の
監
視
・
監
督

 

     

 
 
監
視
・
 

 
 
監
督

 

ク
ラ
ウ
ド
技
術
等
の
活
用

 
連
携
ＩＦ
機
能

 
連
携
ＩＦ
機
能

 
連
携
ＩＦ
機
能

 
連
携
ＩＦ
機
能

 

ア
ク
セ
ス
ロ
グ

 

閲
覧

 

連
携
ＩＦ
機
能

 
住
基
ネ
ッ
ト

 

民
間

機
関

 

連
携
ＩＦ
機
能

 
連
携
ＩＦ
機
能

 

ク
ラ
ウ
ド
技
術

等
の
活
用

 

連
携
ＩＦ
機
能

 

連
携
ＩＦ
機
能

 

・
・
・
 

・
・
・
 

中
央
省
庁

 
地
方
公
共
団
体

 
【
連
携
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

(I
F

)機
能
】 

利
用
番
号
と
連
携
番
号
の
変
換
や
情
報
連
携

 

の
た
め
の
デ
ー
タ
の
標
準
化
、
一
時
保
管

 

・
・
・
 

・
・
・
 

専
用
線
等

 

既
存
回
線
（

L
G
W

A
N
）
の
活
用

又
は
新
た
な
専
用
回
線

 
既
存
回
線
（
霞
が
関

W
A

N
）
の
活
用
又
は
新
た
な
専
用
回
線

 

・
個
人
情
報
保
護

 

プ ッ シ ュ 型 サ ー ビ ス 

自 己 情 報 の 閲 覧  

証 明 書 の 取 得  

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

 

申
請

 

バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス

 

連
携

 

電
子
行
政
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
第

7
回

（
H

2
2
.1

2
.2

0
）
～
第

8
回
（

H
2
2
.1

2
.2

7
）

 

参
考
資
料
よ
り
抜
粋
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国
民
ＩＤ
コ
ー
ド
の
あ
り
方

 

 国
民
Ｉ
Ｄ
コ
ー
ド
に
利
用
す
る
番
号
に
つ
い
て
は
、
一
意
性
、
悉
皆
性
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
前
提
に
立
て
ば
、

「
住
民
票
コ
ー
ド
」
又
は
「
住
民
票
コ
ー
ド
に
対
応
し
た
新
し
い
コ
ー
ド
」
と
す
る
こ
と
が

 考
え
ら
れ
る
た
め
、

 

国
民
Ｉ
Ｄ
コ
ー
ド
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
次
の
２
案
が
有
力
な
選
択
肢
。

 

国
民
ＩＤ
コ
ー
ド
＝
「
②
住
民
票
コ
ー
ド
」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号

 
利
用

 
番
号

-
Ｃ

 

行
政
分
野
Ｃ

 
・
・
・
・
 

利
用

 
番
号

-
Ｂ

 

行
政
分
野
Ｂ

 

利
用

 
番
号

-
Ａ

 

行
政
分
野
Ａ

 

利
用

 
番
号

-
Ｄ

 

行
政
分
野
Ｄ

 

利
用

 
番
号

-
E

 

民
間
分
野

 

国
民
ＩＤ
コ
ー
ド
＝
「
③
住
民
票
コ
ー
ド
に
対
応
し
た
新
し
い
コ
ー
ド
」
 

社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号

 
利
用

 
番
号

-
Ｃ

 

行
政
分
野
Ｃ

 
・
・
・
・
 

利
用

 
番
号

-
Ｂ

 

行
政
分
野
Ｂ

 

利
用

 
番
号

-
Ａ

 

行
政
分
野
Ａ

 

利
用

 
番
号

-
Ｄ

 

行
政
分
野
Ｄ

 

利
用

 
番
号

-
E

 

民
間
分
野

 

＜
第
１
案
＞

 

 
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
と
国
民

ID
コ
ー
ド
を
別
の
番
号
と
し
、

 

 
国
民
Ｉ
Ｄ
コ
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社会保障・税に関わる番号制度における個人情報保護方策の概要 

座長試案  

第１ はじめに 

社会保障・税に関わる番号制度(以下「番号制度」という。)の導入に対

しては、①国家により個人の様々な個人情報が番号をキーに名寄せ・突合

されて一元管理されるのではないかといった国家管理への懸念、②個人情

報が漏えい、濫用されるのではないかといった不正行為発生への懸念、③

個人情報が、本人の知らぬ間に、かつ本人の利益に反して目的外で利用さ

れるのではないかといった目的外利用への懸念が指摘されている。 

これらの懸念に適切に対処し、国民に安心して番号制度を利用していた

だくため、情報連携基盤を通じた個人情報のやり取りにおいて「番号」そ

のものは用いないこととするなどシステム上の安全措置を講じるほか、法

制度上の措置として、目的外利用・提供等の制限等の規定を設け、番号制

度における個人情報保護の観点から不当な行為を禁止するとともに、特に

国家管理への懸念に対処するため、国民自らが自己情報へのアクセス記録

等を確認する制度を法的に担保し、更に情報システムの導入等にあたり、

プライバシーへ及ぼす影響を事前に評価し、その保護のための措置を促す

仕組みを整えておく必要がある。 

   その上で、上記の制限等が遵守されているか、番号制度において個人情

報が適切に取り扱われているか、システムが適切に稼働しているかなどと

いった点を、行政機関等から独立した第三者的立場で、監督する第三者機

関(以下「第三者機関」という。)を設け、問題事例の発生を未然に防止す

るとともに、いったん問題事例が発生した場合にも、早期かつ適切に対処

できるようにするほか、違法性の高い事案に対処するための罰則を整備す

る必要がある。 

本座長試案において、以下、それぞれの法制度上の措置について、考え

られる概要案を提示するものとする。 

 

第２ 目的外利用・提供等の制限等 

 １ 目的外利用・提供等の制限 

  (1) 情報保有機関(注１)に対する目的外利用・提供の制限 

○ 番号制度について、情報連携基盤を用いることができる事務の種類、

提供される個人情報の種類及び提供先等を逐一法律又は法律の授権に

基づく政省令に書き込むことで番号制度の利用範囲を特定することと

資料３ 
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することが考えられる。 

  なお、情報保有機関が保有する番号に係る個人情報(注２)のうち、

あらかじめ本人の同意を得て情報連携する必要がある個人情報につい

ては、その旨法律又は法律の授権に基づく政省令に記載することとし

てはどうか。 

  また、国の行政機関、地方公共団体又は関係機関は、上記の事務に

該当しない場合であっても、番号に係る個人情報の提供を受けること

について著しく異常かつ激甚な非常災害への対応など特別の理由があ

る場合、第三者機関の許可を受ければ、他の機関に対し、情報連携基

盤を通じてこれを提供するよう求めることができ、提供を求められた

機関は、これを提供することができることを法律に明記することとし

てはどうか。 

(注１) 番号に係る個人情報を保有し、情報連携基盤を用いて情報の連携を行う、

国の行政機関、地方公共団体及び関係機関をいう。 

(注２) 番号に係る個人情報とは、情報保有機関において、番号に紐づけられて

保有され、情報連携の対象となる個人情報を指し、具体的には、前記のと

おり、法律等により特定されることとなる。 

    さらに、番号そのものについては、情報保有機関等において、少なくと

も他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別す

ることができる形態で保有されているものと考えられることから、それ自

体が個人情報に該当し、それ自体が番号に係る個人情報に含まれる。 

○ 上記の範囲外の情報連携については、情報連携基盤を通じて行えな

いようシステム上の措置を講じる。 

(2) 閲覧、データベース作成等の制限 

○ 国の行政機関、地方公共団体又は関係機関の職員等は、その職務の

用以外の用に供する目的で、番号に係る個人情報を閲覧し、その全部

若しくは一部を他の記録媒体に複製し、又は番号に係る個人情報が記

録されたファイル若しくはデータベースを作成してはならないことと

することが考えられる。 

○ 地方公共団体の職員等は、その業務に関して知り得た番号に係る個

人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しては

ならないこととすることが考えられる(国の行政機関、関係機関の職員

等については、既に、行政機関個人情報保護法７条、独立行政法人等

個人情報保護法８条に同様の規定あり。)。 

○ 法令に基づいて番号を取り扱うことが認められている民間事業者

(注)又はその従業者等は、業務に関して知り得た番号に係る個人情報の

内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない
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こととすることが考えられる。 

法令に基づいて番号を取り扱うことが認められている民間事業者又

はその従業者は、正当な理由なく、番号に係る個人情報が記録された

ファイル若しくはデータベースを作成してはならないこととすること

が考えられる。 

    （注） 現時点では、金融機関、健康保険組合及び源泉徴収義務者たる事業者等

が考えられる。 

   ○  本人確認など正当な目的で番号を知り得た事業者（法令に基づいて

番号を取り扱うことが認められている民間事業者及びその従業者を除

く。以下同じ。）(注)又はその従業者等は、番号に係る個人情報の内容

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと

とすることが考えられる。 

本人確認など正当な目的で番号を知り得た事業者又はその従業者等

は、当該番号を文書、図画又は電磁的記録に記録して保有してはなら

ないこととすることが考えられる。 

(注) 「番号」が表面記載されているＩＣカードの提示を求めて本人確認を実

施する民間事業者を指し、具体的には、携帯電話事業者やレンタルビデオ

業者等がこれに該当すると考えられる。 

○ 国の行政機関、地方公共団体、関係機関及び法令に基づいて番号を

取り扱うことが認められている民間事業者以外の者は、何人も、業と

して、番号の記録されたファイル又はデータベースを作成してはなら

ないこととすることが考えられる。 

 (3) 告知要求の制限 

   何人も不当な目的で番号の告知を求めてはならないこととすることが

考えられる。 

２ 再委託等に関する規制 

    国の行政機関が個人情報の取扱いを委託する場合には、行政機関個人

情報保護法６条２項に基づき、委託を受けた者についても、保有個人情

報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理の

ために必要な措置を講じなければならないとされており、地方公共団体

及び関係機関においても、個人情報保護条例等に基づき、同様の措置が

採られているものと考えられる。また、個人情報保護法の個人情報取扱

事業者が個人データの取扱いを委託する場合には、個人情報保護法２２

条に基づき、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなけれ

ばならないこととされている。 

    番号に係る個人情報の取扱いについては、より厳格な規制が必要と考
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えられることから、地方公共団体及び法令に基づいて番号を取り扱うこ

とが認められている民間事業者等による委託について、現行の行政機関

個人情報保護法又は個人情報保護法における規制と同様の規制を課すこ

ととすることが考えられる。 

また、現行法制上、規制が存しない再委託、再々委託等については、

主に、以下のような規制を行うことが考えられる。 

(1) 行政機関が保有する番号に係る個人情報の取扱いについて 

○ 国の行政機関、地方公共団体又は関係機関が保有する番号に係る個

人情報の取扱いの再委託、再々委託等について、同行政機関、地方公

共団体又は関係機関の許可を要することとすることが考えられる。 

○ 上記の再委託、再々委託等を受けた者は、番号に係る保有個人情報

の漏えい、滅失又はき損の防止その他の番号に係る保有個人情報の適

切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととすること

が考えられる。 

○ 上記の再委託、再々委託等における受託業務の従事者等(労働者派遣

法に規定する派遣労働者を含む。以下同じ。)は、その職務の用以外の

用に供する目的で、番号に係る個人情報を閲覧し、その全部若しくは

一部を他の記録媒体に複製し、又は番号に係る個人情報が記録された

ファイル若しくはデータベースを作成してはならないこととすること

が考えられる。 

  また、上記の再委託、再々委託等における受託業務の従事者等は、

その業務に関して知り得た番号に係る個人情報の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととすることが考

えられる。 

  (2) 民間事業者が保有する番号に係る個人情報の取扱いについて 

   ○ 法令に基づいて番号を取り扱うことが認められている民間事業者が

保有する番号に係る個人情報の取扱いの全部又は一部の再委託、再々

委託等について、同事業者の明示的な許諾を要することとすることが

考えられる。 

○ 上記の再委託、再々委託等を受けた者は、その取り扱う番号に係る

個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管

理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないこととするこ

とが考えられる。 

○ 上記の再委託、再々委託等を受けた者又はその受託業務の従事者等

は、業務に関して知り得た番号に係る個人情報の内容をみだりに他人
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に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととすることが考

えられる。 

上記の再委託、再々委託等を受けた者又はその受託業務の従事者等

は、正当な理由なく、番号に係る個人情報が記録されたファイル若し

くはデータベースを作成してはならないこととすることが考えられる。 

３ 守秘義務 

  ○ 番号を取り扱う事務に従事する国の行政機関、地方公共団体若しくは

関係機関の職員等又は委託(再委託、再々委託等を含む。)を受けた者若

しくはその受託業務の従事者等は、職務に関して知り得た番号に係る個

人情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならないこととす

ることが考えられる。 

 

第３ 本人による個人情報へのアクセス及びアクセス記録の確認 

 １ 本人による個人情報へのアクセスについて 

○ 国の行政機関が保有する番号に係る個人情報のうち、不開示情報に該当

しないことが事前に確定でき、かつマイポータル上で開示を行っても事

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがない情報については、マイポー

タル上で開示できることとすることが考えられる。 

○ 地方公共団体が保有する番号に係る個人情報についても、不開示情報に

該当しないことが事前に確定でき、かつマイポータル上で開示を行って

も事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがない情報については、当該

地方公共団体の判断によりマイポータル上で開示できることとすること

が考えられる。 

○ 上記に該当しない情報についても、マイポータル上で、本人が保有個人

情報の開示請求手続を行えるようにすることが考えられる。また、訂正

請求手続及び利用停止請求手続についてもマイポータル上で行えるよう

にすることが考えられる。 

○ マイポータルへのアクセスの際には、ＩＣカードを用いた公的個人認証

を活用し、成りすましを防止することが考えられる。 

 ２ アクセス記録の確認について 

(1) アクセス記録を確認できる対象範囲 

○ 情報連携基盤を通じた各府省、地方公共団体、関係機関による個人

情報のやりとりについて、アクセス記録を確認できることとすること

が考えられる。 

   (2) 除外事由 
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○ 行政機関個人情報保護法１４条及び個人情報保護法２５条に規定

される除外事由を踏まえ、必要に応じて除外事由を設けることとする

ことが考えられる。 

   (3) 本人が確認できる項目 

○ アクセスの日時、アクセスの主体、アクセスの対象となった情報の

種類、情報連携の根拠のほか、情報連携基盤技術ＷＧにおける検討を

踏まえた項目を確認できることとすることが考えられる。 

   (4) 確認方法 

○ マイポータルを通じた確認のほか、情報連携基盤技術ＷＧにおける

検討を踏まえて、インターネット接続が困難な者等も確認できるよう

なその他の仕組みを設けることが考えられる。その場合も、マイポー

タルへのアクセス同様、成りすましを防止する本人認証の仕組みが必

要と考えられる。 

 

第４ プライバシーに対する影響評価(ＰＩＡ)等 

番号に係る個人情報が適切に取り扱われているかを確認するためには、

システム上においても個人情報保護に配慮した設計がきちんとなされてい

るか確認する必要がある。そこで諸外国で採用されているＰＩＡの手法を

取り入れ、事前にかかる確認を行うことが考えられる。 

一般的に、ＰＩＡとは、情報システムの導入等にあたりプライバシーへ

及ぼす影響を事前に評価し、その保護のための措置を促す仕組みをいう。

ＰＩＡの具体的な実施方法としては、個人情報の収集目的や収集方法、利

用方法、管理方法などを検討し、そのシステムがプライバシーに配慮した

設計となっているか確認することが考えられる。ＰＩＡの実施時期として

は、プライバシーへ及ぼす影響に大幅な手戻りなく対応できるようにする

ため、システム設計の変更が可能であるシステム開発前が適当と一般的に

考えられている。 

１ 各機関に対するＰＩＡ 

○ 国の行政機関は、番号に係る個人情報を扱うシステムの構築又は改修

にあたり、ＰＩＡを実施し、その結果を第三者機関に報告し、その承認

を受けること(法律による義務付け)とすることが考えられる。 

○ 第三者機関は、国の行政機関向けのガイドラインや地方公共団体又は

民間事業者がＰＩＡを実施する場合のガイドラインを作成するとともに、

ＰＩＡの実施についての助言、指導等を行うことができることとするこ

とが考えられる。 
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○ 番号制度開始と同時に運用に供される情報連携基盤等のシステムにつ

いては、第三者機関が設立される予定の２０１４年１月より前に開発が

行われることが想定されるため、第三者機関ではＰＩＡを開発前に承認

することができないこととなる。したがって、かかるシステムに対する

ＰＩＡの承認は、ＰＩＡワーキンググループ(仮称)において行うことと

してはどうか。 

２ 情報連携基盤の監視等 

第三者機関は、(立入検査やアクセスログの確認等により)情報連携基盤

を随時監視することとすることが考えられる。 

 

第５ 第三者機関 

 １ 業務範囲 

  (1) 監督の対象とする機関等 

    国の行政機関のほか、地方公共団体、関係機関及び番号を取り扱う民

間事業者(注)についても監督の対象とすることが考えられる。 

  （注） 法令に基づいて番号を取り扱うことが認められている民間事業者及び本人確

認など正当な目的で番号を知り得た民間事業者を指す。 

  (2) 監督の対象とする分野 

    当初は、上記機関等における社会保障及び税分野の番号に係る個人情

報の取扱い等を監督の対象とし、将来的に対象の拡大を目指すこととす

ることが考えられる。 

 ２ 機能・権限 

   最低限、次の(1)記載の機能・権限を有することとすることが考えられる

ほか、(2)記載の点について、更に検討を進める。 

   なお、機能・権限についても、必要に応じて、将来的に、更に必要なも

のがあるかについて検討を行う。 

  (1) 最低限必要な機能・権限 

   ア (普及啓発) 

     番号制度に係る個人情報保護について普及啓発を行うこととするこ

とが考えられる。 

   イ (番号に係る個人情報の取扱いに関する調査等) 

監督対象機関等(注)に対し、番号に係る個人情報の取扱いに関する事

務の実施状況について、定期的に又は必要に応じて調査を実施し、資

料の提出及び説明を求めることができることとすることが考えられる。 

    (注) 第三者機関による監督の対象となる国の行政機関、地方公共団体、関係機

関及び番号を取り扱う民間事業者をいう。以下、同じ。 
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   ウ (苦情処理) 

     監督対象機関等による番号に係る個人情報の取扱いに関する苦情に

ついて、相談に応じ、苦情に係る事情を調査することができることと

することが考えられる。 

苦情の解決について必要があると認めるときは、監督対象機関等に

対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求める

ことができることとすることが考えられる。 

   エ (民間事業者等に対する立入検査等) 

     番号法(仮称)の施行に必要な限度において、番号を取り扱う民間事

業者及び関係機関に対し、番号に係る個人情報の取扱いに関し、報告

させ、第三者機関の職員に、番号に係る個人情報の取扱いに関係ある

事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、当該取扱いに

関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させる

ことができることとすることが考えられる。 

オ (国の行政機関、地方公共団体に対する実地検査) 

     番号法(仮称)の施行に必要な限度において、国の行政機関及び地方

公共団体の番号に係る個人情報(ただし、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、

公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持等一定の事由

を目的として保有されている場合は除く。)の取扱いに関する事務の実

施状況について実地の検査をすることができることとすることが考え

られる。 

カ (監督対象機関等に対する助言・指導) 

     監督対象機関等に対し、番号に係る個人情報の取扱い状況や取扱い

についてのルール（本人確認規定等）の策定などに関し必要な助言・

指導をすることができることとすることが考えられる。 

   キ (監督対象機関等に対する勧告) 

     監督対象機関等が番号法(仮称)等の規定に違反した場合、監督対象

機関等に対し、違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措

置をとるべき旨を勧告することができることとすることが考えられる。 

   ク (民間事業者等に対する命令) 

     番号を取り扱う民間事業者及び関係機関が正当な理由がなくて勧告

に係る措置をとらなかったとき又は緊急に措置をとる必要があると認

めるときは、当該民間事業者及び関係機関に対し、その勧告に係る措

置又は必要な措置をとるべきことを命ずることができることとするこ

とが考えられる。 
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   ケ (地方公共団体に対する是正の要求の勧告) 

     第三者機関は、地方公共団体の番号に係る個人情報の取扱いに関す

る事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく

適正を欠き、かつ、明らかに公益を害している認めるときは、内閣総

理大臣（注）に対し、地方自治法２４５条の５に基づき当該地方公共団

体に対して当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な

措置を講ずべきことを求めるよう勧告することができることとするこ

とが考えられる。 

    （注） ここでいう内閣総理大臣とは、内閣府の長としての内閣総理大臣を指す。 

   コ (行政機関の長に対する措置要求) 

     内閣総理大臣は、番号に係る個人情報を保有する国の行政機関の長

に対し、前記キの規定による措置が速やかに実施されることが必要で

あると認めるときは、当該措置の速やかな実施を求めることができる

こととすることが考えられる。 

     その上で、第三者機関は、国の行政機関において前記の措置が速や

かに実施されることが必要であると認めるときは、内閣総理大臣に対

し、当該国の行政機関の長に対して当該措置の速やかな実施を求める

よう勧告することができることとすることが考えられる。 

   サ (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知) 

     国の行政機関が番号に係る個人情報ファイルを保有しようとすると

きは、当該行政機関の長は、あらかじめ、第三者機関に対し、行政機

関個人情報保護法１０条２項の各号に該当する場合のうち必要なもの

を除き、同条１項に掲げる事項を通知しなければならないこととする

ことが考えられる。 

   シ (情報連携基盤の監視等) 

     情報連携基盤及びそのインターフェース部分を、その稼働前に監査

するとともに、(立入検査やアクセスログの確認等により)情報連携基

盤を随時監視することとすることが考えられる。 

   ス (ＰＩＡの助言・指導・承認) 

     第三者機関は、国の行政機関がプライバシーに対する影響評価(ＰＩ

Ａ)を実施するに際し、助言・指導できるとともに、国の行政機関が提

出するプライバシーに対する影響評価報告書を承認することができる

こととすることが考えられる。 

   セ (意見の陳述) 

     必要があると認めるときは、番号制度又は同制度における個人情報
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保護のための方策に関する重要事項について、内閣総理大臣に意見を

述べることができることとすることが考えられる。 

   ソ (国際協力) 

     (番号制度に係る)個人情報保護について国際協力を行うこととする

ことが考えられる。 

  (2) 更に検討すべき機能・権限 

   ○ 課徴金等の制裁措置を実施できることとするか。 

（→ 個人情報の不正利用等により、例えば、独禁法違反の事案のように、はく奪  

すべき程度の経済的利得が得られる事例は乏しいと思われることから、課徴金制

度を設けることは現実的ではなく、他に実効性のある制裁措置は認めがたいので

はないか？） 

○ 救済申立ての手続に第三者機関が関わることとするか、関わること

とする場合、どのように関わることとするか。 

    → 番号に係る個人情報の不開示決定等に対する不服申立てについて、

行政機関個人情報保護法４２条の規定により諮問をした行政機関の

長は、第三者機関に対し、諮問をした旨を通知しなければならない

こととしてはどうか。 

そして、第三者機関は、同通知を端緒とし、必要に応じて、上記

権限等を用いて調査等を行い、行政機関の長に助言・指導等を行う

こととしてはどうか。 

３ 法的形式と組織形態 

○ 内閣府の外局として置かれる、いわゆる三条委員会（内閣府設置法４

９条１項）とすることが考えられる。 

○ 委員長及び委員を国会の同意を得て内閣総理大臣が任命することとす

ることが考えられる。 

○ 委員長は、会務を総理し、対外的にコミッショナーとして委員会を代

表することとすることが考えられる。 

  委員長は、緊急に対処すべき事態が生じた場合、必要があれば、いつ

でも委員会を招集できることとすることが考えられる。 

○ 第三者機関は、国に設置される機関であるが、地方公共団体も監督の

対象にすることが考えられるため、委員の構成として、地方公共団体の

関係者を含めることが考えられる。 

○ 第三者機関は、毎年、業務の状況を国会に報告することとすることが

考えられる。 
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第６ 罰則 

   罰則の強化は、基本的に、以下の罰則を創設することにより対応するこ

ととすることが考えられる。 

１ 国の行政機関、地方公共団体、関係機関の職員等を主体とするもの 

(1) 不正利用等 

○ 国の行政機関、地方公共団体若しくは関係機関の職員等又は受託業

務(再委託、再々委託等における受託業務を含む。)の従事者等(以下「国

の行政機関の職員等」という。)が、正当な理由がないのに、番号に係

る個人情報のうち個人の秘密に属する事項が記録されたデータベース

(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供した

行為に対し、刑罰を科すこととすることが考えられる(行政機関個人情

報保護法５３条より罰則を引き上げることを検討)。 

   (注) 第２の１(1)記載のとおり、その具体的な範囲は法律で規定されること

となる。以下、同じ。 

○ 国の行政機関の職員等が、正当な理由がないのに、その業務に関して

知り得た番号に係る保有個人情報を提供し、又は盗用した行為に対し、

刑罰を科すこととすることが考えられる(行政機関個人情報保護法５４

条より罰則を引き上げることを検討)。 

   ※ 上記二つの規定については、国外犯処罰規定を設けることとす

ることが考えられる。 

(2) 不正取得等 

○ 国の行政機関、地方公共団体又は関係機関の職員がその職権を濫用

して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、番号に係る個人情

報のうち個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的

記録を収集した行為に対し、刑罰を科すこととすることが考えられる

(行政機関個人情報保護法５５条より罰則を引き上げることを検討)。 

   ※ 上記の規定については、国外犯処罰規定を設けることとするこ

とが考えられる。 

(3) その他 

○ 前記第２の３の規定に違反して秘密を漏らした者に対し、刑罰を科

すこととすることが考えられる。 

その際、国、地方、その他の機関間で情報連携が行われることにか

んがみれば、前記第２の３の規定に違反して秘密を漏らした者に対す

る刑罰は、秘密を洩らした者の身分等にかかわらず同一の行為に対し

て同一の量刑とすることが考えられる。 

（参考） 
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国家公務員法第 109 条（国家公務員の守秘義務違反に対する罰則）：「１年以下

の懲役又は 50 万円以下の罰金」 

地方公務員法第 60 条（地方公務員の守秘義務違反に対する罰則）：「１年以下

の懲役又は 3万円以下の罰金」 

国税通則法第 126 条（国税職員の守秘義務違反に対する罰則）：「２年以下の懲

役又は 100 万円以下の罰金」 

２ 国の行政機関、地方公共団体の職員等以外の者も主体となり得るもの 

(1) 不正利用等 

○ 番号を取り扱う民間事業者若しくはその従業者等又は同事業者が保

有する個人データの取扱いの全部若しくは一部の委託(再委託、再々委

託を含む。以下同じ。)を受けた者又はその委託業務の従事者等(以下

「番号を取り扱う民間事業者等」という。)が、正当な理由がないのに、

番号に係る個人情報のうち個人の秘密に属する事項が記録されたデー

タベース(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を

提供した行為に対し、刑罰を科すこととすることが考えられる。 

○ 番号を取り扱う民間事業者等が、正当な理由がないのに、その業務

に関して知り得た番号に係る個人情報を提供し、又は盗用した行為に

対し、刑罰を科すこととすることが考えられる。 

 ※ 上記二つの規定については、国外犯処罰規定及び両罰規定を設

けることとすることが考えられる。 

(2) 不正取得等 

○ 詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をい

う。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行

為(不正アクセス禁止法３条に規定する不正アクセス行為をいう。)そ

の他の保有者の管理を害する行為をいう。)により、番号に係る個人情

報を取得した者に対し、罰則を科すこととすることが考えられる(なお、

同罪の法定刑によって更に対象となる行為を検討する必要あり。)。 

(3) その他 

○ 法令に基づいて番号を取り扱うことが認められている民間事業者が

保有する番号に係る個人情報ファイル又はデータベースに虚偽の記録

をした者に対し、罰則を科すこととすることが考えられる。 

○ 前記第５の２(1)クの規定による命令に違反した者に対し、罰則を科

すこととすることが考えられる。 

○ 前記第５の２(1)エの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を

し、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し

て陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者に対し、罰則を科すことと

することが考えられる。 
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   ※ 上記二つの規定については、両罰規定を設けることとすること

が考えられる。 

 ３ 第三者機関の委員長等の守秘義務違反 

○ 第三者機関の委員長、委員又は職員等が職務上知り得た秘密を漏らし

た行為に対し、罰則を科すこととすることが考えられる(通常の国家公務

員の守秘義務違反より罰則を引き上げることとすることが考えられる。)。 

 

第７ 死者の識別情報 

   国の行政機関、地方公共団体、関係機関又は法令に基づいて番号を取り

扱うことが認められている民間事業者が、番号に係る死者の識別情報につ

いて、保存年限の規定等により保存している場合には、個人情報と同等の

安全管理措置を講ずるものとすることが考えられる。 
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社会保障・税に関わる番号制度における個人情報保護方策 

（本人確認・法人番号） 

 

１．本人確認･認証、番号の真正性確保の論点 

○券面に番号を記載した公的個人認証に対応した顔写真付きのＩＣカードを

現行の住民基本台帳カードを改良の上、国民に配布し、対面での本人確認や

オンラインでの認証に活用することが考えられる。 

○上記ＩＣカードの配布方法については、その配布対象者が当該対象者である

ことを確認し、かつ、配布対象者に確実に配布されるよう法令で規定し、成

りすまし防止を徹底する必要があると考えられる。 

○番号を取り扱う機関において、本人であることの証明手段がないまま、本人

の申告による番号で本人確認が行われれば、成りすましの温床となり、制度

そのものの根幹を揺るがしかねないことから、本人確認を行う際は、番号を

本人確認の手段としない取り扱いとする必要がある。 

○また、番号を取り扱う個別具体の手続きにおける本人確認のあり方について

は、その手続きごとに要求される本人確認の厳密さのレベルが異なることか

ら、統一のルールを作成せず、引き続き個別のルールに基づき本人確認を行

うことが考えられる。 

○上記ルールの作成・改定・運用等にあたっては、第三者機関が設置された後

は、第三者機関が助言、指導等を行うことができることとすることが考えら

れる。 

○なお、本人確認・認証が徹底されても、告知を受ける番号そのものの真正性

を担保するものではないことから、法律に真正な番号を告知する義務を規定

することが考えられる。 

○仮に真正性に疑わしい番号が判明した場合には、 

①番号を取り扱う国、地方公共団体は 付番機関又は付番機関から委託等を

受けた機関に真正な番号を照会･確認を可能とすること、併せて、 

②真正な番号が判明した場合に、番号を取り扱う国、地方公共団体は、真正

でない番号の削除又は真正な番号へ書き換えを可能とすること 

を法令等に規定することが考えられる。 

 

２．法人番号の論点 

○法人に関する情報については、現行の個人情報保護法制の射程外であり、法

人番号に紐付けられる法人等の特定に必要な３情報（商号又は名称、本店又

は主たる事務所、会社法人等番号）はいずれも公開されている情報であるこ

とから、法人番号については番号にかかる個人情報保護方策の射程外と考え

られる。 

資料４ 
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私
は

Ａ
で
す
。

【
本

人
確

認
】

①
Ａ
さ
ん
は

架
空

の
人

物
で
は

な
い
か

（
実

在
性

確
認

）
②

Ａ
さ
ん
は

他
人

の
成

り
す
ま
し
で
は

な
い
か

（
同

一
性

確
認
）本

人
確

認

【
本

人
確

認
の

主
な
手

法
】

(１
)本

人
確
認
書
類
の
提
示
等

本
人

特
定

事
項

（
氏

名
、
生

年
月

日
、
性

別
、
住

所
、
顔

写
真

等
）
と
申

請
書

等
と
の

記
載

内
容

や
本

人
の

特
徴

と
を
照

合
(２
)面

談
等
に
よ
る
確
認

本
人

し
か

知
り
え
な
い
事

項
を
口

頭
質

問
し
、
確

認
者

側
の

記
録

と
照
合

(３
)郵

送
を
利
用
し
た
確
認

証
書

等
な
ど
の

関
係

書
類

を
転

送
不

要
郵

便
で
送

付
し
、
返

送
さ
れ
ず
に
送
達
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
同
一
性
」
を
確
認

（
４
）
公

的
個

人
認

証
の

活
用

○
番
号
の
有
無
で
各
種
既
存
の
手
続
き
に
求
め
ら
れ
る
本
人
確
認
の
レ
ベ
ル
は
変
わ
ら
な
い
か

○
現
に
求
め
ら
れ
る
本
人
確
認
の
レ
ベ
ル
は
個
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

⇒
従

来
ど
お
り
、
個

別
法

又
は

個
別

の
ル

ー
ル

で
対

応
し
て
は

ど
う
か

○
仮
に
番
号
の
み
で
本
人
確
認
が
行
わ
れ
れ
ば
成
り
す
ま
し
の
温
床
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

⇒
法

律
で
明

示
的

に
禁

止
し
て
は

ど
う
か
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私
（
Ａ
）
の

番
号

は
１
２
３
４
で
す
。

【
本

人
確

認
】

①
Ａ
さ
ん
は

架
空

の
人

物
で
は

な
い
か

（
実

在
性

確
認

）
②

Ａ
さ
ん
は

他
人

の
成

り
す
ま
し
で
は

な
い
か

（
同

一
性

確
認
）

【
真

正
性

確
認

】
③

Ａ
さ
ん
の

番
号

は
１
２
３
４
で
間

違
い
な
い
か

番
号

の
真

正
性

確
保

【
真

正
性

確
認

の
主

な
手

法
】

(１
)窓

口
で
本

人
に
よ
る
手

続
き

券
面

に
番

号
が

記
載

さ
れ

た
顔

写
真

付
き
ＩＣ

カ
ー
ド
を
提

示
(２
)オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
手

続
き

ＩＣ
カ
ー
ド
を
活

用
(３
)郵

送
や

代
理

人
に
よ
る
手

続
き

本
人

確
認

＋
番

号
が

記
載

さ
れ

た
ＩＣ

カ
ー
ド
の

券
面

の
写

し

○
番
号
の
真
正
性
確
保
は
本
人
確
認
・
認
証
と
不
可
分

⇒
本
人
確
認
と
同
様
に
、
個
別
法
又
は
個
別
の
ル
ー
ル
で
対
応
し
て
は
ど
う
か

○
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
大
量
の
手
続
き
で
逐
一
番
号
の
真
正
性
を
担
保
す
る
こ
と
は
困
難

⇒
国
民
の
利
便
性
に
か
ん
が
み
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
手
続
き
は
存
置
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
法

律
で
虚

偽
の

告
知

を
禁

止
し
て
は

ど
う
か

。
⇒

仮
に
真

正
性

に
疑

わ
し
い
番

号
が

判
明

し
た
場

合
、
付

番
機

関
等

に
真

正
な
番

号
を
確

認
の

う
え
、
真

正
で
な
い
番

号
の

削
除

や
真

正
な
番

号
へ

の
書

き
換

え
を
可

能
と
し
て
は

ど
う
か
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社
会

保
障

・
税

に
関

わ
る
番

号
制

度
に
お
け
る
個

人
情

報
保

護
方

策

第
三

者
機

関
※

す
べ

て
の

プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
関

与

○
情

報
連

携
に
お
い
て
、
「
番

号
」
を
直

接
用

い
ず
、
ＩＤ

コ
ー
ド
を
使

用
す
る
設

計
○

「
番

号
」
と
ＩＤ

コ
ー
ド
の

付
番

ル
ー
ト
を

分
離

し
、
「
番

号
」
か

ら
ＩＤ

コ
ー
ド
へ

の
遡

及
を
不

可
能

と
す
る
設

計
○

「
番

号
」
を
マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル

の
ロ
グ
イ

ン
の

キ
ー
と
し
て
使

用
し
な
い
設

計
○

同
一

機
関

が
「
番

号
」
と
ＩＤ

コ
ー
ド
の

両
方

を
保

持
・
管

理
す
る
こ
と
の

禁
止

シ
ス
テ
ム
上

の
安

全
措

置

○
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に

対
す
る
影

響
評

価
（
Ｐ
ＩＡ
）

○
目

的
外

利
用

・
提

供
等

の
制

限
○

閲
覧

等
の

制
限

○
告

知
要

求
の

制
限

○
再

委
任

等
に
関

す
る

制
限

制
度
的
な
保
護
措
置

○
調

査
等

○
苦

情
処

理
○

立
入

検
査

、
実

地
検

査
○

助
言

・
指

導
・
勧

告
○

命
令

・
措

置
要

求

○
「
番

号
」
に
係

る
個

人
情

報
の

不
正

利
用

、
不

正
取

得
、

守
秘

義
務

違
反

、
虚

偽
記

載
、
命

令
違

反
等

に
対

し
て
の

罰
則

罰
則
に
よ
る
措
置

○
開

示
、
訂

正
、
利

用
停

止
○

不
服

申
立

て

○
情

報
連

携
基

盤
の

随
時

監
視

○
監

視
の

対
象

と
す
る
機

関
へ

の
定

期
的

又
は

随
時

の
調

査
、
助

言
・

指
導

、
普

及
啓

発
等

○
内

閣
総

理
大

臣
へ

の
意

見
陳

述
○

国
際

協
力

シ
ス
テ
ム
設

計
上
の
措
置

○
Ｐ
ＩＡ
に
関

す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
作

成
○

Ｐ
ＩＡ
を
行

う

機
関

へ
の

助
言

、
指

導
、
承

認

第
三
者
機
関

に
よ
る
措
置

稼
働

時
シ
ス
テ
ム
稼

働
前

事
後

的
な
救

済

○
本

人
に
よ
る
個

人
情

報
の

開
示

○
本

人
に
よ
る
個

人
情

報
の

開
示

・
訂

正
・
利

用
停

止
の

請
求

手
続

○
ア
ク
セ
ス
記

録
の

確
認

苦
情

申
立
て

国
民

（
本

人
）

公
表

マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル
上
の
措
置

従
前
か
ら
の
措
置

行
政

機
関

、
民

間
事

業
者

（
番

号
取

扱
者

）

第
三
者
機
関
に
よ
る
措
置

第
三
者
機
関
に
よ
る
措
置

資
料

５

マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル

上
か

ら
の

確
認

等

マ
イ

ポ
ー

タ
ル

ア
ク

セ
ス

記
録

○
○

○
×

×
×

△
△

△

PI
A

報
告
書
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「
番

号
」

付
番

機
関

Ｉ
Ｄ

コ
ー

ド
付

番
機

関

紐
付

番
号

制
度

番
号

連
携

イ
メ
ー
ジ

住
基

ネ
ッ

ト

情
報

連
携

基
盤

情
報

保
有

機
関

住
民

票
コ

ー
ド

＋
属

性
４

情
報

Ｉ
Ｄ

コ
ー

ド
リ

ン
ク

コ
ー

ド
Ｂ

「
番

号
」

窓
口

等

住
民

票
コ

ー
ド

「
番

号
」

乱
数

に
よ

り
生

成

（
生

成
後

速
や

か
に

情
報

連
携

基
盤

に
移

動
し

、
消

去
）

霞
ヶ

関
Ｗ

Ａ
Ｎ

Ｌ
Ｇ

Ｗ
Ａ

Ｎ
専

用
回

線

住
民

票
コ

ー
ド

Ｉ
Ｄ

コ
ー

ド

可
逆

暗
号

関
数

に
よ

り
生

成

リ
ン

ク
コ

ー
ド

Ａ
リ

ン
ク

コ
ー

ド
Ａ

「
番

号
」

属
性

情
報

・
・

・
紐

付

リ
ン

ク
コ

ー
ド

Ｂ
属

性
情

報
・

・
・

情
報

保
有

機
関

Ａ

情
報

保
有

機
関

Ｂ

「
番

号
」

利
用

番
号

Ａ

対
照

テ
ー

ブ
ル

に
よ

り
管

理

対
照

テ
ー

ブ
ル

に
よ

る
管

理
は

行
わ

な
い

対
照

テ
ー

ブ
ル

に
よ

り
管

理

※
住

基
ネ

ッ
ト

、
「

番
号

」
付

番
機

関
、

Ｉ
Ｄ

コ
ー

ド
付

番
機

関
、

情
報

連
携

機
関

の
関

係
に

つ
い

て
は

、
今

後
、

法
制

的
な

検
討

を
行

う
。

リ
ン

ク
コ

ー
ド

Ｐ

リ
ン

ク
コ

ー
ド

Ｐ

マ
イ

・
ポ

ー
タ

ル

Ｐ
Ｃ

等

紐
付

ア
カ

ウ
ン

ト

専
用

回
線

Ｊ
Ｐ
Ｋ
Ｉに

認
証
用
途
を
付
加
す
る

改
良

を
行

い
、
認

証
用
の

電
子
証

明
書
を
利
用
し
て
認
証
す
る

リ
ン
ク
コ
ー
ド
及
び
属
性
情
報

は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
が

施
さ

れ
た
閉
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
し

か
流

通
し
な
い

付
番
機
関
と
情
報
連
携
基
盤
と
で
住
民

票
コ
ー
ド
と
ＩＤ

コ
ー
ド
を
分

け
て
管

理

利
用

番
号

Ｂ

（
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
終

了
後

速
や

か
に

消
去

）

（
情

報
保

有
機

関
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

終
了

後
速

や
か

に
消

去
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
リ
ン
ク
コ
ー
ド
を

流
通

さ
せ

な
い

「
番

号
」
と
国

民
ＩＤ

の
付

番
ル
ー
ト
を
分
離
し
、
「
番
号
」

か
ら
容
易
に
ＩＤ

コ
ー
ド
を
た

ど
れ
な
い
よ
う
に
す
る

「
番

号
」
と
ＩＤ

コ
ー
ド
の

付
番

ル
ー
ト
を
分
離
し
、
「
番
号
」

か
ら
ＩＤ

コ
ー
ド
に
た
ど
れ
な

い
よ
う
に
す
る

住
民

票
コ
ー
ド
か

ら
「
番

号
」
を
乱

数
に
よ
り
生
成
し
、
住
民
票
コ
ー
ド
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
等
に
は
、
住
民
票

コ
ー
ド
と
「
番
号
」
の
対
照
テ
ー
ブ
ル

に
よ
り
対
応
す
る

紐
付

リ
ン

ク
コ

ー
ド

Ｃ

情
報

保
有

機
関

Ｃ

リ
ン

ク
コ

ー
ド

Ｃ

可
逆

暗
号

関
数

に
よ

り
生

成

対
照

テ
ー

ブ
ル

に
よ

る
管

理
は

行
わ

な
い

リ
ン
ク
コ
ー
ド
及
び
属
性
情
報
は
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
が

施
さ
れ

た
閉
域

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
し
か
流
通
し
な
い

※
「

番
号

」
：

社
会

保
障

と
税

に
関

す
る

番
号

「
番

号
」
と
国

民
ＩＤ

の
付

番
ル
ー
ト
を
分
離
し
、
「
番
号
」

か
ら
容
易
に
ＩＤ

コ
ー
ド
を
た

ど
れ
な
い
よ
う
に
す
る

同
一

機
関

が
「
番

号
」
と
ＩＤ

コ
ー
ド
の

両
方

を
保

持
・
管

理
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

す
る

同
一

機
関

が
「
番

号
」
と
ＩＤ

コ
ー
ド
の

両
方

を
保

持
・
管

理
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

す
る

同
一

機
関

が
「
番

号
」
と
ＩＤ

コ
ー
ド
の

両
方

を
保

持
・
管

理
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

す
る

ＩＤ
コ
ー
ド
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
回
線
等
か
ら

外
部
に
流
出
す
る
こ
と
は
個
人
情
報
保

護
の
観
点
か
ら
避
け
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
「
番
号
」
と
ＩＤ

コ
ー
ド
の
間
に
リ
ン

ク
コ
ー
ド
を
介
在
さ
せ
、
（
見
え
な
い
）
リ

ン
ク
コ
ー
ド
を
用
い
た
情
報
連
携
を
行
う

（
情

報
保

有
機

関
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

終
了

後
速

や
か

に
消

去
）

（
情

報
保

有
機

関
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

終
了

後
速

や
か

に
消

去
）

情
報

連
携
の

都
度

、
情

報
連

携
基

盤
に

お
い
て
リ
ン
ク
コ
ー

ド
を
ＩＤ

コ
ー
ド
に
遡

ら
せ
る
と
と
も
に
、
Ｉ

Ｄ
コ
ー
ド
か

ら
リ
ン

ク
コ
ー
ド
を
発
生
さ

せ
る
こ
と
と
し
、
対

照
テ
ー
ブ
ル
を
持

た
な
い

メ
モ
リ
上

で
生

成
し
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
に
は

対
照
テ
ー
ブ
ル
を

保
持

し
な
い

メ
モ
リ
上

で
生

成
し
、
一

時
的
な
保
持
に
と
ど
め
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
に
は

対
照
テ
ー
ブ
ル
を

保
持

し
な
い

利
用

者
（

個
人

）

資
料

２

属
性

情
報

・
・

・
「

番
号

」
利

用
番

号
Ｃ
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参考資料２ 

1 

社会保障・税に関わる番号制度及び国民ＩＤ制度における 

情報連携基盤技術の骨格案（その１） 

 

平成２３年３月４日 

情報連携基盤技術ワーキング・グループ 

 

第１ 個人に対する付番、番号連携及び情報連携 

１．基本的な考え方 

（１）「番号制度構築に当たっては、各機関間の情報連携は情報連携基盤を通じ

て行わせることにより、情報連携基盤がデータのやり取りの承認やアクセス

記録の保持を行い、国民が自己情報へのアクセス記録を確認できるようにす

るなど、個人情報保護に十分配慮した仕組みとする」（基本方針Ｐ．６）必要

がある。 

 

（２）情報連携基盤の構築に当たっては、住民基本台帳ネットワークシステム

（以下「住基ネット」という。）に係る最高裁合憲判決（最判平成２０年３月

６日）で示された個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体が

存在しないこと、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表

されない自由を有することなどの判断枠組みに適合した形で個人情報を取り

扱うシステムとすることが必要である。さらに、社会保障・税に関わる番号

制度及び国民ＩＤ制度においては、取り扱う個人情報が、住基ネットの本人

確認情報よりも格段に秘匿性の高い社会保障・税に係る情報を中心としてお

り、かつ、住基ネットが行わないこととしているデータマッチングを行うこ

ととするものであることから、より一層高度の安全性を確保することが求め

られるのではないか。 

 

２．情報連携の原則 

（１）「見える」「番号」を直接用いない情報連携 

情報連携基盤において、異なる情報保有機関等が有する同一人の情報を連

携するためには、当該個人を特定する共通の識別子（以下「ＩＤコード」と

いう。）を用いることとなるが、「番号」は「民－民－官」で広く利用される

「見える番号」であることから、これをそのままＩＤコードとして用いるこ

とは、個人情報保護の観点から適切でないのではないか。 

 

（２）「見えない」ＩＤコードを用いる情報連携 

したがって、ＩＤコードは、これを認知できる者を極力最小限とする「見

（第２回情報連携基盤技術ＷＧ（３／４）提出資料）
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えない番号」とすべきではないか。その際、従来の電子行政タスクフォース

における国民ＩＤ制度の検討においては、①「住民票コード」又は②「住民

票コードに対応した新しいコード」の２案が選択肢として示されていたが、

個人情報保護の観点をより重視し、ＩＤコードを認知できる者を極力最小限

とすることが必要であるということを前提とすれば、住民票に記載されてい

る住民票コードではなく、②「住民票コードに対応した新しいコード」とす

べきではないか。 

 

（３）情報保有機関ごとに付与されるリンクコードを用いる情報連携 

ＩＤコードは情報連携基盤において管理されることとなるが、仮にこれを

情報保有機関も共有し、それで情報連携基盤にアクセスさせることとすると、

万一漏洩した際にはその影響が他の情報保有機関にも波及する可能性がある。

そこで、「番号」を含む利用番号とＩＤコードの間にＩＤコードと対応関係の

ある別の「見えない」コード（以下「リンクコード」という。）を介在させ、

原則として情報保有機関ごとに異なるリンクコードを付与し、情報保有機関

はそれぞれのリンクコードを用いて情報連携基盤にアクセスすることとすべ

きではないか。 

 

３．付番と番号管理について 

（１）「番号」とＩＤコード・リンクコードの付番のあり方 

  前述の最高裁判決で指摘された個人情報の一元管理を避け、「番号」を含め

た「見える」利用番号から情報連携に用いるＩＤコードに直接アクセスでき

ないようにするという観点から、住民票コードから「番号」を生成する方式

と、住民票コードからＩＤコード、さらにリンクコードを生成する方式は別

の方式とし、「番号」から論理的にＩＤコードに遡れないようなものとすべき

ではないか。 

 

（２）ＩＤコード及びリンクコードの生成方法 

異なる情報保有機関同士の情報連携を図るためには、それぞれの情報保有

機関ごとに付与されたリンクコードからＩＤコードに遡ることができ、また、

ＩＤコードからリンクコードに遡ることができることとする必要がある。こ

のためには、住民票コードからＩＤコード、さらに、ＩＤコードからリンク

コードを生成する方法は、可逆暗号方式（その都度可逆暗号によってリンク

コードからＩＤコード、又はＩＤコードからリンクコードを生成する）又は

コード変換テーブル方式（乱数を用いて論理的に遡れない形でコードを変換

し、変換前後のテーブルを保持する）が考えられる。コード変換テーブル方
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式は、同一の機関において住民票コードとＩＤコードのリストの一元管理を

行う必要があり、その場合、万一漏洩した際の影響範囲が広くなる可能性が

あることから、可逆暗号方式を採用すべきではないか。 

 

（３）「番号」の生成方法 

３．（１）で述べた観点から、住民票コードから見える「番号」を生成させ

る方法は３．（２）とは異なる方法とすべきであり、乱数を用いて論理的に遡

れない形でコードを変換し、変換前後のテーブルを保持する「コード変換テ

ーブル方式」を採用することが適切ではないか。その際、変換前後のテーブ

ルは、「番号」の付番機関のみにおいて保持し、二重付番の回避、住民票コー

ドの変更時への対応等に活用してはどうか。 

 

（４）「番号」とＩＤコード・リンクコードの管理のあり方 

情報の分散管理により、漏洩時の波及リスクを最小化する観点から、「番号」

とＩＤコードは、できる限り分離して管理することが望ましいのではないか。

また、情報連携基盤においては、ＩＤコードのみを保有することとし、リン

クコードは情報連携ごとに可逆暗号で生成して、連携終了後直ちに消去する

こととすべきではないか。 

 

（５）「番号」とＩＤコード・リンクコードの個人への通知の必要性 

「番号」については、個人が行政機関等の窓口や申告書への記入等の方法

により使用されるものであるため、「番号」が付番される各個人に対して安全

な方法で通知されることが必要である。 

一方、ＩＤコードについては、情報連携基盤においてのみ保有することと

し、リンクコードについては情報保有機関においてのみ保有することとする

が、セキュリティを確保するため、各個人に対しても通知されないこととす

べきではないか。 

 

（６）「番号」とＩＤコード・リンクコードの変更可能性 

住民票コードについて個人による変更請求が認められており、かつ、「番号」

については個人にも通知され、見える番号として様々な手続に用いられるも

のであることから、その安全性を確保する観点から、「番号」については個人

からの変更請求を認めることを検討すべきではないか。 

一方、ＩＤコード・リンクコードについては、個人に通知されるものでは

ないため、変更請求は想定されない。しかしながら、万一の場合を想定し、

システム上・運用上の負荷を勘案した上で、セキュリティの観点からの変更
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可能性について検討すべきではないか。 

 

（７）分野別に考慮すべき事項とリンクコードの付与単位について 

リンクコードについては、通常は、各地方公共団体を含め、情報保有機関

ごとに付与されるものと考えるべきではないか。 

ただし、制度上情報の共有が想定されており、現に書面又は電子的手法を

通じて情報共有がなされている場合（例：地方税法第４５条の３では、前年

分の所得税について所得税法上の確定申告書を提出した場合には、原則とし

て地方税法上の申告書が提出されたものとみなす仕組みを採用）には、情報

連携基盤を通じた情報連携とは異なる取扱いを行うことも検討すべきではな

いか。 

また、年金、医療、福祉、介護、労働保険の各社会保障分野については、

基本方針において、本ワーキング・グループ及び個人情報ワーキング・グル

ープによる検討経過を踏まえ、社会保障分野における具体的な措置について

検討するサブ・ワーキング・グループにおいて検討が進められることとされ

ている。 

その際には、特に各社会保障分野においては、よりセンシティブな個人情

報が含まれていることや医療機関や薬局等情報保有機関が極めて多数に上る

分野が存在すること等に鑑み、分野内の情報のやりとりについては、例えば

サブシステムを設けて分担させ、当該分野を超えて情報連携を行う場合には

当該サブシステムを経由して情報連携基盤に照会を行う仕組みにするなど、

その特性に応じた仕組みを検討することが考えられるのではないか。 

したがって、各社会保障分野におけるリンクコードの付与に当たっては、

個別の情報保有機関ごとに付与すること以外の選択肢についても検討を行う

ことが考えられるのではないか。 

 

４．番号連携について 

（１）番号連携の前提としての紐付けの必要性 

リンクコードと「番号」及びその他の利用番号（以下「「番号」等」という。）

は、セキュリティの観点から論理的関連性を持たないものとなる。これを前

提として、２．及び３．で述べたＩＤコード・リンクコードによる情報連携

を可能とするためには、情報連携基盤により各情報保有機関に対して割り振

られたリンクコードが、当該情報保有機関の持つ個人情報データベース（対

象者についての「番号」等と属性情報等から構成されたデータベース）に紐

付けられることが必要となる。 

これによって、各情報保有機関の持つ属性情報が、リンクコード・ＩＤコ
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ードを通じて他の情報保有機関の持つ属性情報と連携されることとなる。 

 

（２）４情報の突合の必要性 

  リンクコードが情報保有機関の個人情報データベースに紐付けられるため

には、情報保有機関が保有する利用番号の属性情報として管理される４情報

と、リンクコード・ＩＤコードの基礎となっている住民票コードに係る住基

ネットの保有する最新の４情報とを突合することが必要である。 

  そのためには、情報保有機関の責任で、情報保有機関の保有する４情報を

最新のものとすることが不可欠であり、このために、住基ネットを活用でき

るようにすることが求められるのではないか。 

 

（３）リンクコードと「番号」等との対照テーブル 

  紐付けをした後のリンクコードと「番号」等は、４.（２）により４情報の

突合をすることにより、各情報保有機関においてその対照テーブルを保持す

べきではないか。 

 

（４）番号連携の流れ 

  ３.（２）によりＩＤコード・リンクコード間が可逆的に変換可能となり、

かつ、４.（１）～（３）によって、各情報保有機関においてリンクコードと

「番号」等とが紐付けられることにより、「（照会元情報保有機関の）「番号」

等－（照会元情報保有機関の）リンクコード－ＩＤコード－（照会先情報保

有機関の）リンクコード－（照会先情報保有機関の）「番号」等」の順序で全

ての「番号」等が紐付けられ、「番号」等間の連携が可能となる。 

 

５．情報連携について 

（１）法令に基づく情報連携を行う情報保有機関と情報連携対象個人情報の特

定 

  基本方針においては、「当面の情報連携の範囲は、年金、医療、福祉、介護、

労働保険の各社会保障分野と国税・地方税の各税務分野とする」とされてい

るが、１．（２）に述べた観点から、予め法律又はこれに基づく政令によって、

情報連携を行う目的、情報連携を行う情報保有機関及び情報連携の対象とな

る個人情報の種類及び情報連携のパターンについて、明確に定めておくべき

ではないか。 

 

（２）情報連携基盤における情報連携の承認 

  ５．（１）により定められた情報保有機関及び情報連携対象個人情報のリス
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トの中に、照会元情報保有機関による情報連携の照会が含まれることが情報

連携の条件となるが、その条件が満たされているかどうかについては、情報

連携基盤が、照会に対してその都度承認を行うこととし、その上で「（照会元

情報保有機関の）リンクコード－ＩＤコード－（照会先情報保有機関の）リ

ンクコード」という情報連携基盤内の手順を進めることとすべきではないか。 

 

（３）情報連携の際の適切なアクセス制御 

  照会元情報保有機関、照会先情報保有機関においては、各機関におけるシ

ステム改修の負担等も考慮しつつ、情報連携に関連する業務に携わることが

できる職員を予め限定し、関係する端末やデータベースへのアクセスを適切

な方法により制御することにより、不正アクセスや情報漏洩を防止するとと

もに、事後的な当該機関内又は第三者機関等による監査の対象とすることを

検討すべきではないか。 

  

（４）情報連携の手順 

 ① まず、照会元の情報保有機関において、４.（３）の対照テーブルを活用

し、情報連携を行う対象者についてのリンクコードを用いて、入手しよう

としている情報連携対象個人情報及び照会先の情報保有機関を原則として

指定して、情報連携基盤に問い合わせることによって、手続が開始するこ

ととすべきではないか。 

このため、照会元情報保有機関においては、情報連携を行う際に、対象

者に係る４情報を、予め住基ネットの持つ最新の４情報に更新する等の方

法により、可能な限り照会先情報保有機関（例えば現住所がある地方公共

団体）を予め知っておくこととすべきではないか。その手法としては、４．

（２）の方法に準じて、住基ネットと各情報保有機関との間で行うことと

すべきではないか。 

なお、将来的に、日本年金機構や全国健康保険協会等住基ネットから４

情報を直接提供することが可能とされているような団体以外の民間の情報

保有機関が情報連携を行うことになった場合には、民間の機関の側で情報

連携について本人の同意を得て本人から入手した４情報を用いて、情報連

携基盤を通じて照会し、住基ネット側の４情報と合致した場合のみにリン

クコードを付番するといった仕組みを検討すべきではないか。 

② 続いて、情報連携基盤においては、５．（２）に述べたように、当該照会

に係る情報連携の内容が、予め法令によって特定されたリストに含まれて

いることを確認し、確認できた場合には、これを承認の上、「（照会元情報

保有機関の）リンクコード－ＩＤコード－（照会先情報保有機関の）リン
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クコード」という手順を経て、照会先情報保有機関に対してそのリンクコ

ードとともに情報連携対象個人情報の種類を伝達することとすべきではな

いか。 

③ その後、情報連携基盤より伝達を受けた照会先情報保有機関においては、

当該リンクコードに係る個人の情報連携対象個人情報を付して、情報連携

基盤を通じて照会元情報保有機関に対して、回答すべきではないか。 

  その際、６．で述べるように、いつ、誰が、どの情報に関して、何の目

的のために情報連携を行ったかといった事項に関する履歴（以下「アクセ

スログ」という。）を保存し、対象者である個人及び第三者機関等が事後的

に閲覧できるようにすべきである。 

しかしながら、情報の集中管理とならないようにするため、情報連携対

象個人情報そのものについては、情報連携基盤を通じて回答がされること

にとどめ、情報連携基盤においては保存されないようにすべきではないか。 

 

６．アクセスログの保存及び提供 

（１）アクセスログの種類と使用目的に応じた検討のあり方 

  想定されるアクセスログの種類としては、例えば、①管理用のシリアル番

号、②情報連携の照会等のアクセスを行った日時、③情報連携の根拠（法令

等で予め定められた情報連携のパターン）、④照会元情報保有機関の名称、⑤

照会先情報保有機関の名称、⑥情報連携対象個人情報の種類、⑦照会元情報

保有機関で端末を操作した担当職員名（又は担当部署や職員名に代わる属性

情報）、⑧照会先情報保有機関で端末を操作した担当職員名（又は担当部署や

職員名に代わる属性情報）、⑨照会元情報保有機関において使用された端末、

⑩照会先情報保有機関において使用された端末、⑪提供された情報連携対象

個人情報の内容、⑫情報連携対象個人情報の用途などが考えられるが、情報

の分散管理及び費用対効果の観点を踏まえつつ、アクセスログの使用目的に

応じて、その保管及び提供のあり方を検討すべきではないか。 

  その際、大きく分けて、個人がマイポータル等を通じて事後的に閲覧する

アクセスログの範囲と第三者機関が不正アクセス・情報漏洩等を検知するた

めに閲覧・分析を行うアクセスログの範囲とでは、後者の方がより詳細かつ

広範囲なものとして設定すべきではないか。 

 

（２）アクセスログの保存に係る役割分担 

  アクセスログもその多くが個人情報であり分散管理すべきものであること

から、全てを情報連携基盤で保存するのではなく、できる限り情報保有機関

側で保存すべきものは保存するように工夫すべきではないか。 
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  そこで、例えば、６．（１）に示したリストの中では、５．（４）③の考え

方も踏まえ、①～⑥までは情報連携基盤で、⑦・⑨・⑪・⑫については照会

元情報保有機関で、⑧・⑩・⑪については照会先情報保有機関で保存をする

ことが考えられるのではないか。 

 

（３）アクセスログの保存期間 

  アクセスログの保存期間の検討に当たっては、その使用目的との関連で、

必要最小限とし、かつ費用面で過度な負担を生じることがないよう配慮すべ

きではないか。 

  その際、不正アクセスや情報漏洩によって犯罪を構成する可能性に鑑み、

刑法第２４６条の２（電子計算機使用詐欺）等の公訴時効が刑事訴訟法第２

５０条により７年と規定されていることとの関係を検討すべきではないか。 

 

（４）個人によるマイポータル等を通じたアクセスログの閲覧 

  情報連携の対象者である個人によるアクセスログの閲覧の仕組みの検討に

当たっては、マイポータルはインターネットから接続されるものであること

に鑑み、閲覧を求める個人からの申請があった場合にのみ、その申請内容に

応じて、アクセスログを保存する機関から提供されることとすべきではない

か。 

  その際、マイポータルにおいて直接閲覧できるアクセスログは、原則とし

て情報連携基盤が保存するものに限ることとし、情報保有機関において保存

すべきアクセスログのうち、例えば６．（１）の⑪・⑫については、別途各情

報保有機関に対して申請する手続を設け、当該手続を経た後にマイポータル

において閲覧するといった方策を検討すべきではないか。 

  同時に、パソコンや行政キオスク端末等を使用することが困難な個人に対

してもアクセスログの閲覧を可能にするため、例外的措置として、行政機関

の窓口による対応等も可能とすることを検討すべきではないか。 

 

（５）第三者機関によるアクセスログの閲覧・分析 

  第三者機関の役割は、個人情報保護ワーキング・グループにおいて検討さ

れているところであるが、情報連携に関しては、アクセスログの閲覧・分析

等により、情報連携基盤及び情報保有機関の情報連携に係る個人情報の取扱

いを監視・調査する権限等を有することが想定される。 

  したがって、６．（１）の考え方を踏まえ、第三者機関は、情報連携基盤に

おいて保存するアクセスログのみならず、情報保有機関において保存するア

クセスログについても、原則として全て閲覧・分析ができるように検討すべ
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きではないか。 

 

７．情報保有機関の機能と既存システム・情報連携基盤間のインターフェイス 

（１）情報保有機関において備えるべき機能 

  情報保有機関においては、照会元情報保有機関及び照会先情報保有機関と

しての機能、例えば、情報連携に必要なアクセス制御、アクセスログのうち

情報保有機関において保存すべき情報の保存、照会を受けた際に情報連携対

象個人情報を特定して一定期間内に回答する機能等を持つことが考えられる。 

 

（２）既存システムと情報連携基盤をつなぐインターフェイスの確保 

  情報連携に関わる業務分野について、各情報保有機関が持つ既存システム

には様々な種類があり、これらを直接７．（１）に例示したような機能を持つ

ように改修することは、費用を可能な限り抑制する観点から必ずしも適切で

はないのではないか。 

  そこで、住基ネットにおいて用いられているコミュニケーション・サーバ

ー方式などを参考に、既存システムの差異を吸収するインターフェイスの確

保方法について、個別の既存システムの状況を踏まえた検討が必要ではない

か。 

 

８．情報連携基盤・情報保有機関間等の回線 

  情報連携の仕組みの構築に当たっては、情報連携基盤と各情報保有機関間

等を結ぶ回線についても検討が必要である。 

  その際には、できる限り既存のシステムを有効利用するという観点から、

情報連携基盤と各情報保有機関を結ぶ回線については、原則として国の各行

政機関間において用いられている霞ヶ関ＷＡＮ並びに各地方公共団体間及び

各地方公共団体と国の行政機関との間で用いられている総合行政ネットワー

ク（ＬＧＷＡＮ）を改良することにより対応することを検討すべきではない

か。 

 

第２ 個人認証とマイポータル・ＩＣカード等の活用 

 

 

第３ 法人に対する付番 

 

 

第４ その他 
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社会保障・税に関わる番号制度及び国民ＩＤ制度における 
情報連携基盤技術の骨格案（その２） 

 
平成２３年３月２３日 

情報連携基盤技術ワーキング・グループ 
 
第２ 個人の本人確認（マイポータル・ＩＣカード等） 
 
１．基本的考え方 
（１）高いセキュリティレベルに対応できる認証方法の必要性 

「当面の情報連携の範囲は、年金、医療、福祉、介護、労働保険の各社会
保障分野と国税・地方税の各税務分野とする」（基本方針Ｐ．６）ことから、
マイ・ポータル等はセンシティブな個人情報を取り扱うこととなる。 
住基ネット訴訟に係る最高裁判決に対応するためには、マイ・ポータルに

ログインするための本人認証は、高いセキュリティレベルに対応できる認証
方法とするなど、個人情報保護の観点や情報の一元管理を回避する厳格な仕
組みが必要であり、「「番号」を利用する際、利用者が「番号」の持ち主本人
であることを証明するための本人確認（公的認証）の仕組みを構築するため、
既存のシステムである公的個人認証及び住民基本台帳カードを番号制度の
導入に合わせて改良し、活用することにより、本人確認を行う」（基本方針
Ｐ．７）。 
 

（２）公的個人認証サービス及び住民基本台帳カードの改良 
一方、公的個人認証サービスや住民基本台帳カードは、もともと「番号」

と「番号」を所持する者との関係を確認するために設けられたものではない
ことから、社会保障・税に関わる番号制度及び国民ＩＤ制度で活用していく
ために、いくつかの改良が必要である。 
具体的には、マイ・ポータルにログインするために、①公的個人認証サー

ビスに認証用途を付加すること、②電子証明書の有効期間の延長など公的個
人認証サービスの利便性を高めること、③法令等で「番号」を確認すること
が認められている民間事業者が電子的に本人確認を行うことができるよう
署名検証者を民間事業者に拡大すること、④住民基本台帳カードの券面に
「番号」を記載することを検討すること等が考えられるのではないか。 

 
 
 

資料２
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２．マイ・ポータルの利用 
（１）マイ・ポータルの機能 

マイ・ポータルには、次の４つの機能を持たせることとしてはどうか。 
①自己情報へのアクセスログを確認する機能 
②各情報保有機関が保有する自己情報を確認する機能 
③電子申請を経由する機能（ワンストップサービス） 
④行政機関等からのお知らせを表示する機能（プッシュ型サービス） 

 
（２）マイ・ポータルにおける情報管理のあり方 

マイ・ポータルが取り扱う情報を内部的に管理するため、利用者の申請
により各利用者固有の情報を管理する領域を確保し、利用者フォルダ（マ
イ・ポータルの利用者に情報提供するためのシステム上の作業領域で、個
人とはリンクコードのみで紐付けられ管理されているもの。）を開設する
（（３）③参照）こととし、個人情報保護の観点や情報の一元管理を回避
する観点から、利用者の個人情報が利用者フォルダに極力蓄積しないよう
に、ログアウトの度に利用者の個人情報のうち必要のないものについては
消去する仕組みとしてはどうか。 
 

（３）マイ・ポータルにログインするための認証 
① ログインのためのアクセスキー 
ＩＤコードやリンクコードをＩＣカード内に格納してマイ・ポータル
にログインするためのキーにすることは、情報連携のための共通の識別
子であるＩＤコードやリンクコードがインターネット上を流通するこ
とになり、セキュリティの観点から相応しくないのではないか。 
「番号」は、他人に容易に知られてしまう「見える」番号であり、こ
れをキーとしてログインすることは、成りすまし等の具体的危険性が高
いことから、相応しくないのではないか。 
このため、公的個人認証サービスに認証用途を付加し（４．（１）参
照）、署名用の電子証明書とは別に認証用の電子証明書を発行すること
とし、認証用の電子証明書のシリアル番号（以下「認証用シリアル番号」
という。）を、次の観点から、ログインするためのキーとして利用する
こととしてはどうか。 
(a) 「番号」やＩＤコードとは論理的な関連性はなく、仮に当該シリ
アル番号が流出しても、ＩＤコード等を知ることはできないこと 

(b) 電子証明書等は暗号化して送付するが、仮に認証用シリアル番号
が盗まれたとしても、秘密鍵自体は本人しか有しないため、当該認
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証用シリアル番号だけでは、認証することはできないこと 
(c) 現行の公的個人認証サービスの署名用の電子証明書のシリアル
番号（以下「署名用シリアル番号」という。）と同様に、認証用シ
リアル番号は一意性があるものとすることができること 

一方で、認証用シリアル番号は電子証明書の有効期間満了により失効
するものの、民間事業者も含め、各情報保有機関において蓄積されると、
認証用シリアル番号を利用してデータマッチングする危険性が高まる
ことから、次の対策を講じるべきではないか。 
(a) 現行の公的個人認証サービスと同様に、認証用途以外の目的で使
用することを法律上明確に禁止すること 

(b) 認証用シリアル番号は認証局（公的個人認証サービスの電子証明
書を発行する機関をいう。以下同じ。）においてのみリンクコード
と紐付けが行われることとし、マイ・ポータル運営機関の利用者フ
ォルダや情報保有機関の管理する各利用番号と認証用シリアル番
号との紐付けは行わないこと 

(c) 電子証明書が本人のものであるかどうかは認証局に問い合わせ
ることとし、当該認証局はマイ・ポータル運営機関又は各情報保有
機関に対し、情報連携基盤を通じて、当該者のリンクコードを伝達
する仕組みとすること 

 
② 認証用シリアル番号と認証局用リンクコードの紐付け 
 認証局は、利用者の申請によりＩＣカードに認証用の電子証明書を格
納する際に取得した４情報をもって、情報連携基盤に認証局用のリンク
コードの生成を要求し、生成された認証局用のリンクコードと認証用シ
リアル番号を紐付けしておくこととしてはどうか。 

 
③ マイ・ポータルへのログインの手順 
マイ・ポータルにログインする手順としては次のとおりとしてはどう
か。 
 (a) 利用者フォルダの取得（初回にアクセスする際の対応） 
ⅰ) 利用者は、ＩＣカードをリーダライタにセットし、暗証番号を入
力し、公的個人認証サービスの署名用の電子証明書（４情報が含
まれている。４．（４）参照）等を利用して、利用者フォルダ取
得の電子申請を行う。 

ⅱ）マイ・ポータル運営機関は、利用者の電子証明書を付した電子申
請を受領し、認証局に対して電子証明書の有効性確認を行い、電
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子申請の正当性を確認する。 
ⅲ）マイ・ポータル運営機関は、マイ・ポータルが取り扱う情報を内
部的に管理するため、各利用者固有の情報を管理する領域である
利用者フォルダを開設する。 

ⅳ）マイ・ポータル運営機関は、利用者の申請による４情報をもって、
情報連携基盤にマイ・ポータル用のリンクコードの付番を要求す
る。 

ⅴ）マイ・ポータル運営機関は情報連携基盤から通知された当該リン
クコードと利用者フォルダを紐付ける。 

 
(b) ログイン（アクセスする都度の対応） 
ⅰ）利用者は、マイ・ポータル上にあるログイン・ボタンをクリック
した後、ＩＣカードをリーダライタにセットし、暗証番号を入力し
て、公的個人認証サービスの認証用の電子証明書等（４．参照）を
利用して、ログイン要求を行う。 

ⅱ）利用者が送付する認証用の電子証明書等は暗号化してマイ・ポー
タル運営機関に対し送付する。 

ⅲ）マイ・ポータル運営機関は、認証局とやりとりして、認証用の電
子証明書の有効性を確認し、利用者の認証を行う。 

ⅳ）認証がされた場合、マイ・ポータル運営機関は認証用シリアル番
号を情報連携基盤へ送付する。送付後は、マイ・ポータル運営機関
に認証用シリアル番号が蓄積しないよう削除する。 

ⅴ）情報連携基盤は、認証用シリアル番号を認証局へ送付する。送付
後は情報連携基盤に当該番号が蓄積しないよう削除する。 

ⅵ）認証局は、あらかじめ認証用シリアル番号に紐付けられた認証局
用リンクコード（２．（３）②参照）を、情報連携基盤に振り出す。 

ⅶ）情報連携基盤は、当該認証局用のリンクコードからＩＤコードを
介して、マイ・ポータル運営機関にマイ・ポータル用のリンクコー
ドを振り出す。 

ⅷ）マイ・ポータル運営機関は、当該マイ・ポータル用のリンクコー
ドから、当該利用者の利用者フォルダを特定する。 

ⅸ）マイ・ポータル運営機関は利用者に対して、ログインに成功した
ことを通知する。 

 
（４）自己情報へのアクセスログを確認する機能 

マイ・ポータルで確認できるアクセスログについては、第１の６．のと
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おりである。 
アクセスログを確認する手順としては次のとおりとしてはどうか。 
ⅰ）マイ・ポータルにログイン後、利用者が、自己情報へのアクセスロ
グの確認をマイ・ポータル運営機関に要求する。 
ⅱ）マイ・ポータル運営機関は、利用者フォルダと紐付いているリンク
コードを通じて、情報連携基盤に問い合わせをする。 
ⅲ）情報連携基盤は、情報連携基盤に記録されているアクセスログの情
報を、マイ・ポータル用のリンクコードを通じて、マイ・ポータルの
利用者フォルダに送付する。 
ⅳ）利用者がマイ・ポータルからログアウトすると同時に、利用者フォ
ルダに一時的に保存されているアクセスログの情報は削除する。 

 
（５）各情報保有機関が保有する自己情報を確認する機能 

情報保有機関が保有する自己情報は、情報保有機関において適切に管理
するべきものであり、マイ・ポータルに蓄積することは極力回避するべき
ではないか。 
マイ・ポータルは、情報保有機関と認証連携を行い、情報の閲覧は、情
報保有機関が有するサイトから行うことも検討してはどうか。この際、既
存の技術を活用しつつ、マイ・ポータルへログインした際の認証結果を情
報保有機関に引き継ぐ方法を検討してはどうか。 
自己情報を確認する基本的な手順としては次のとおりとしてはどうか。 
ⅰ）利用者は、マイ・ポータルにログイン後、情報保有機関が保有する
自己情報を確認することをマイ・ポータル運営機関に対して要求する。 
ⅱ）マイ・ポータル運営機関は、利用者フォルダに紐付いているマイ・
ポータル用のリンクコードを通じて、情報連携基盤に問い合わせる。 
ⅲ）情報連携基盤は、マイ・ポータル用のリンクコードをＩＤコードに
変換し、さらに、情報保有機関のリンクコードを振り出して、情報保
有機関に伝達をする。 
ⅳ）情報保有機関は、当該リンクコードから、情報保有機関が保有する
利用番号を通じて、必要な情報を取り出し、当該情報を情報連携基盤
を通じて、マイ・ポータルに送信をする。 
ⅴ）マイ・ポータル運営機関は、利用者フォルダに個人情報を一時的に
保存して、マイ・ポータルに表示する。 
ⅵ）利用者がマイ・ポータルからログアウトすると同時に、利用者フォ
ルダに一時的に保存されている情報保有機関の情報を削除する。 
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（６）電子申請を経由する機能（ワンストップサービス） 
利用者は、マイ・ポータルに公的個人認証サービスの認証用の電子証明
書等によりログインすることとなるが、社会保障や税の分野における電子
申請のように、センシティブな個人情報を取り扱うことが想定されている
場合には、申請書の文書の真正性を推定する効果が働くことや改ざんを防
止する必要があることから、あらためて、公的個人認証サービスの署名用
の電子証明書等で申請を行う必要があるのではないか。 
情報保有機関に対する電子申請については、情報保有機関の責任におい
て署名検証を行う必要があるのではないか。 
なお、必要な手続きはマイ・ポータルのトップページから、各情報保有
機関のサイトにリンクを張り認証連携することで、利用者が各手続きの電
子申請を行うこととするが、典型的なサービスについて、一度、電子申請
をすれば、申請が必要な全ての情報保有機関に送付され処理される仕組み
（ワンストップサービス）も検討することとしてはどうか。 

 
（７）行政機関等からのお知らせを表示する機能（プッシュ型サービス） 

情報保有機関が利用者に対してお知らせする事項がある場合には、当該
情報は、マイ・ポータルの利用者フォルダに送付する仕組みとしてはどう
か。 
お知らせを表示する手順としては次のとおりとしてはどうか。 
ⅰ）情報保有機関が利用者に対して伝達事項がある場合には、情報保有
機関のリンクコードを通じて、情報連携基盤に必要なお知らせ情報を
送付する。 
ⅱ）情報連携基盤は、情報保有機関のリンクコードをＩＤコードに変換
し、さらにマイ・ポータル用のリンクコードを振り出して、マイ・ポ
ータルの利用者フォルダに、お知らせ情報を送付する。 
ⅲ）利用者がマイ・ポータルにログインするまで、当該情報は利用者フ
ォルダに保存することとし、利用者がマイ・ポータルにログインした
際、当該お知らせ情報を表示する。なお、当該お知らせ情報には、リ
ンクが張られており、必要な電子申請等を行うことができるようにす
る。 
ⅳ）利用者が閲覧した場合や、当該情報を表示する期限が切れた場合に
は、当該情報が利用者フォルダから削除される。 
 

（８）自宅以外でのマイ・ポータルの利用 
マイ・ポータルは、自宅のパソコンで利用できることはもちろん、自宅
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にパソコンがない場合であっても、例えば、現在は証明書等の発行に利用
されている行政キオスク端末で利用が可能となる仕組みとするべきではな
いか。 
そのためには、コンビニエンスストアなど、既存のインフラやサービス
を有する民間事業者と連携を図ることを検討してはどうか。 

 
３．窓口等における本人確認 

法令等で「番号」を確認することが認められている機関は、書面又は電子
的な方法により、本人確認をした上で、「番号」を確認する必要がある。 
 
（１）書面により本人確認及び「番号」確認を行う場合 
① 本人がＩＣカードを所持していない場合 
法令等で「番号」を確認することが認められている機関の窓口等（以
下「窓口等」という。）においては、利用者に対し、本人確認書類（運
転免許証等）の提示を求め、本人であることを確認した上で、「番号」
の申告を求め、本人から申告された「番号」を書面に記載することとし
てはどうか。 

 
② 本人がＩＣカードを所持している場合 
 ＩＣカードのＩＣチップ内に「番号」を安全に格納し、窓口等におい
て確認し利用できる仕組みとしてはどうか（５．（４）参照）。 
なお、窓口等の体制が未整備の場合は、ＩＣカードに記載された「番

号」を書面に記載することも考えられるか。 
 

（２）電子的に本人確認及び「番号」確認を行う場合 
窓口等が書面を使わず電子的に本人確認及び「番号」確認を行う場合に
は、公的個人認証サービスの仕組みを活用して本人確認をした上で、ＩＣ
カードから「番号」を取り出す仕組みを検討してはどうか。 

 
４．公的個人認証サービスの改良 
（１）認証用途の付加の必要性 

社会保障・税に関わる番号制度及び国民ＩＤ制度において求められる本
人確認は、文書を伴わないアクセスであり、不正データに誤って電子署名
をするリスクを回避するため、認証用途の付加を行う必要があるのではな
いか。 
なお、認証用の電子証明書は、署名用の電子証明書と異なり、文書の真
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正性の推定効が働かないことから、特に、検証者に対しては、署名用の電
子証明書と適切に使い分ける義務を課した上で、システムとしてその実行
を担保する仕組みとしてはどうか。 

 
（２）鍵ペア 

認証用途として利用した鍵ペアを、署名用途として利用した鍵ペアとし
て利用するリスクを回避するため、ＩＣカードのＩＣチップ内には、署名
用途の鍵ペアと認証用途の鍵ペアを別々に格納するなどの措置を講じる
こととしてはどうか。 
 

（３）電子証明書の発行 
現在、公的個人認証サービスについては、市町村が発行する住民基本台

帳カードに市町村の窓口において厳格な本人確認を行った上で、都道府県
知事が電子証明書を発行しており、このことが信頼性の担保となっている
ことから、同様の方法とするべきではないか。 

 
（４）電子証明書の記録事項 

署名用の電子証明書は、現行と同様に、４情報、署名用シリアル番号、
有効期間の満了日等を記録し、認証用の電子証明書には、４情報は記録せ
ず、認証用シリアル番号、有効期間の満了日等を記録することとしてはど
うか。 

 
（５）電子証明書の有効期間・更新 

電子証明書の有効期間については、現在３年間とされているところであ
るが、暗号方式を強化した上で、５年間に延長することとしてはどうか。 
現在、失効した電子証明書を更新する場合には、利用者は、住所地市町

村の窓口に出向き、本人確認を受けた上で電子証明書の発行を申請する必
要があるが、利用者の利便性を高めるため、利用者がオンラインで電子証
明書を更新できる仕組みを検討してはどうか。 
 
（６）ＩＣカード以外のデバイス 

携帯電話等ＩＣカード以外の媒体については、それのみでは当該媒体
が真に本人のものであるかどうかの確証が得られないことから、ＩＣカ
ード以外の媒体の利用を希望する場合においては、公的個人認証サービ
スを格納するＩＣカードを所持し、かつ、本人の同意がある場合に限り、
セキュリティが確保されることを前提に、当該媒体に公的個人認証サー
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ビスを格納することを可能とする仕組みを検討することとしてはどうか。 
 
（７）署名検証者の拡大等 

３．（２）のとおり、法令等で「番号」を確認することが認められてい
る民間事業者が電子的に本人確認を行えるようにするため、また、将来
的に、情報連携する範囲を民間事業者に拡大するためには、民間事業者
において、より安全に本人確認を行う取引環境を整えることが前提とな
ることから、署名用途及び認証用途に係る検証者について民間事業者に
も拡大することとしてはどうか。 
その際、署名用シリアル番号や認証用シリアル番号のセキュリティを
確保した上で、検証者側のコスト負担を軽減するため、民間事業者が共
同で検証を行う仕組みも検討してはどうか。 

 
５．ＩＣカード（住民基本台帳カードの改良） 
（１）ＩＣカードの交付 

国民に対して自己情報へのアクセス記録を確認する権利を保障する観
点から、自己情報へのアクセス記録を確認する者等に対しては、ＩＣカー
ド及び電子証明書を発行し、交付すべきではないか。 
法定代理人や任意代理人による取得については、住基カードの取得の手
続きと同様に、代理人の本人確認等の手続きを適切に行うことを検討して
はどうか。 
 
（２）ＩＣカードの発行 

ＩＣカードの発行にあたっては、現在の住民基本台帳カードが、市町村
の窓口において厳格な本人確認を行った上で発行しており、このことが信
頼性の担保となっていることから、同様の方法とすべきではないか。 
また、ＩＣカードの機能については、現行の住民基本台帳カードが、①
住民が転入届の特例を受け、②全国の行政機関で本人確認を行い、③住民
の日常生活において民間事業者との契約等の手続の場面での本人確認を
行うことを可能とするとともに、市町村が様々なサービスにＩＣカードを
活用できるようにすることを目的として設けられたものであることから、
ＩＣカードは当該機能も併せて持つこととしてはどうか。 
 
（３）券面記載事項 

現行の住民基本台帳カードについては、タイプＡ（氏名のみ、顔写真
無し）及びタイプＢ（４情報、顔写真あり）があるが、取引における本
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人確認を厳格に行うため、ＩＣカードは、４情報及び顔写真を券面に記
載することとしてはどうか。 
「番号」の持ち主であることを証明するため、ＩＣカード券面に「番
号」を記載することとし、偽変造防止のための技術的な工夫を施すべき
ではないか。 
ＩＣカード券面に「番号」を記載することを望まない者に対する対応
についてどう考えるか。 

 
（４）ＩＣチップ記録事項 

ＩＣカードの券面に記載されている「番号」が偽変造されていないこと
を確かめるため、ＩＣチップ内に「番号」を安全に記録し、窓口等は、Ｉ
Ｃカードの券面記載事項（４情報、顔写真及び「番号」等）をリーダライ
タ及びソフトウエアで確認することができるようにしてはどうか。 
ＩＣチップ内の「番号」を確認するためのソフトウエアについては、
ＩＣカードを利用して本人確認をする必要がある者に対して交付するも
のとしてはどうか。 
ＩＣチップ内の「番号」は、法令等で「番号」を確認することが認め
られている機関が「番号」を確認する場合に限り、システム上加工可能
なデータとして取り出せることを検討してはどうか。 

 
 
第３ 法人に対する付番 
 
１．付番対象 
基本方針においては、「法人等に対して付番する「番号」については、商業・
法人登記の申請に係る会社法人等番号を活用した番号とする。会社法人等番
号を有しない法人等に対して付番する「番号」については、今後検討する」（基
本方針ｐ．５ Ⅱ １．（１））とされている。 
会社法人等番号は、商業・法人登記の申請にかかる会社法人等に対して各
法務局から付与される番号であるが、登記を要しない法人・国・地方公共団
体・人格なき社団等など、一部の法人等に対しては付与されていない。 
   
このため、付番対象は、会社法人等番号を有する法人本店のほか、登記を
要しない法人、国・地方公共団体、国税・地方税の納税義務を有する人格な
き社団等など付番機関の長が適当と判断したもの（以下「登記のない法人等」
という。）とし、登記のない法人等については、付番機関が独自の「番号」を
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付することとしてはどうか。 
  なお、法人の事業所に関しては、必ずしも会社法人等番号を有しないこと
等から「番号」の付番は困難であるが、国税と地方税とで源泉徴収又は特別
徴収を行う給与支払事務所の範囲が重複しており、これらに関しては部内番
号等の情報を共有していくこととすべきではないか。 
 
２．登記のない法人等に対する付番方法 
番号の基礎となる会社法人等番号は、登記所コード４桁＋登記簿種別２桁
＋個別番号６桁の計１２桁の整数で構成されているが、登記のない法人等に
対しては、既存の登記所コードと重ならない番号を使用して付番することと
してはどうか。 
 
３．番号の変更 
  会社法人等番号は平成２４年度以降、管轄登記所外への移転登記又は組織
変更の登記を行っても会社法人等番号が変更されない仕組みとなる予定であ
り、「番号」についても同様に、変更しないこととしてはどうか。 
また、重複付番を避けるためにも一度使用した番号は再利用しないことと
してはどうか。 
 
４．番号の通知 
  法人は公的認証の利用又は券面に表示された番号を提示して税又は社会保
障サービスを受けることを想定していないことから、番号の通知は紙により
行うこととしてはどうか。 
 
５．検索及び閲覧 
「法人等に対して付番する「番号」は、広く一般に公開されるものであり、
自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用するものと
する。」（基本方針ｐ．５ Ⅱ １．（１））とされている。 
  このため、法人等に対する付番機関においては、法人等の基本３情報（商
号又は名称、本店又は主たる事務所、会社法人等番号）の検索、閲覧ができ
るサービスをホームページで提供することを基本としてはどうか。 
 
 
第４ その他 
 
１．企業コードについて 
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ＩＴ戦略本部電子行政に関するタスクフォース（以下「タスクフォース」
という。）においては、行政の電子化によって企業の利便性の向上や行政の業
務効率の向上を図る観点から、企業コードの整備及びその活用のための施策
について検討している。 
今後の検討の方向性としては、ニーズの把握、費用対効果の検証を前提と
して、例えば、番号制度により付番される法人番号と他の行政分野や民間分
野で使用されている法人の識別番号との紐付け・置換の推進、行政機関間で
の企業情報の相互参照による行政手続における公的添付書類の削減、民間の
電子商取引等においても信頼性が保たれた企業のアイデンティティを表す属
性情報の参照の充実、用途・利用者・利用場所等を考慮した企業認証の整備
等が考えられるのではないか。 
また、企業コードには、網羅性 （法人等に対して網羅的に付与）、一意性
（法人等に対して重複なく付与）、一貫性（法人等の商号変更、移転等が生じ
てもコードは不変）、非再利用性（法人等が消滅しコードに空きが生じても他
に割当しない）、開放性（誰でも利用可能）、参照可能性（コードの公開）、非
譲渡可能性（企業の所有権や商号が譲渡可能されても、コードは譲渡されな
い）等の性質が備わっていることが望ましいと考えられるが、上記のような
施策を推進するに当たっては、番号制度により付番される法人番号を活用し、
その上で、求められる性質を満たすための仕組みをタスクフォースにおいて
検討することが考えられるのではないか。 
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セ
ッ

ト
し

、
暗

証
番

号
を

入
力

認
証

局

③
認

証
局

に
対

し
、

署
名

用
電

子
証

明
書

の
有

効
性

を
確

認

電
子

署
名

４
情

報

公
開

鍵

④
署

名
検

証

⑥
署

名
用

電
子

証
明

書
の

４
情

報
と

突
合

対
照

テ
ー

ブ
ル

に
よ

る
管

理
は

行
わ

な
い

公
的

個
人

認
証

サ
ー

ビ
ス

秘
密

鍵

②
署

名
用

の
電

子
証

明
書

を
付

し
て

、
利

用
者

フ
ォ

ル
ダ

取
得

の
電

子
申

請
を

行
う
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⑦
リ

ン
ク

コ
ー

ド
Ｐ

の
提

供

専
用

回
線

第
２

２
. （
３
）
④

マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル

へ
の

ロ
グ
イ
ン
の

手
順

（
ｂ
）
ロ
グ
イ
ン
フ
ロ
ー

情
報

連
携

基
盤

Ｉ
Ｄ

コ
ー

ド

霞
ヶ

関
Ｗ

Ａ
Ｎ

Ｌ
Ｇ

Ｗ
Ａ

Ｎ
専

用
回

線

リ
ン

ク
コ

ー
ド

Ｐ

リ
ン

ク
コ

ー
ド

Ｐ

マ
イ

・
ポ

ー
タ

ル
Ｐ

Ｃ
等

利
用

者
（

個
人

）
認

証
局

４
情

報

リ
ン

ク
コ

ー
ド

J

紐
付

認
証

用
シ

リ
ア

ル
番

号
リ

ン
ク

コ
ー

ド
J

＋
暗

証
番

号
：

x
x
x
x
x

認
証

用
電

子
証

明
書

認
証

用
シ

リ
ア

ル
番

号

①
IC

カ
ー

ド
を

セ
ッ

ト
し

、
暗

証
番

号
を

入
力

②
認

証
局

に
対

し
、

認
証

用
電

子
証

明
書

の
有

効
性

を
確

認

③
認

証
完

了
後

、
認

証
用

シ
リ

ア
ル

番
号

を
情

報
連

携
基

盤
へ

送
付

し
、

送
付

後
速

や
か

に
消

去

⑥
認

証
局

用
リ

ン
ク

コ
ー

ド
か

ら
Ｉ

Ｄ
コ

ー
ド

を
検

索
し

、
マ

イ
・

ポ
ー

タ
ル

用
の

リ
ン

ク
コ

ー
ド

を
生

成

⑧
マ

イ
・

ポ
ー

タ
ル

用
の

リ
ン

ク
コ

ー
ド

か
ら

利
用

者
フ

ォ
ル

ダ
を

呼
び

出
す

認
証

用
シ

リ
ア

ル
番

号

認
証

用
シ

リ
ア

ル
番

号

④
認

証
用

シ
リ

ア
ル

番
号

を
認

証
局

へ
送

付
し

、
送

付
後

速
や

か
に

消
去

利
用

者
フ

ォ
ル

ダ

認
証

用
証

明
書

の
発

行
時

に
、

４
情

報
を

も
と

に
リ

ン
ク

コ
ー

ド
と

認
証

用
シ

リ
ア

ル
番

号
と

を
紐

付
け

失
効

情
報

・
認

証
用

シ
リ

ア
ル

番
号

Ａ
・

認
証

用
シ

リ
ア

ル
番

号
Ｂ

・
・

・

公
的

個
人

認
証

サ
ー

ビ
ス

⑤
認

証
用

シ
リ

ア
ル

番
号

に
対

応
し

て
い

る
認

証
局

用
の

リ
ン

ク
コ

ー
ド

を
情

報
連

携
基

盤
に

対
し

て
送

信

紐
付

資
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